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第１章 再調査の概要 

 第１節 再調査に至る経緯 

 １ いじめ重大事態調査委員会における調査 

   本事案は、嘉麻市立Ｘ中学校１年生であった女子生徒（以下、「Ａ」という。）が、

令和３年６月から、同じ学級であり、かつ同じ部活動（以下、「α部」という。）所

属の女子生徒（以下、「Ｂ」という。）よりいじめを受けたこと等が要因で欠席が継

続することとなった不登校重大事態である。 

   Ａは、令和４年１月から欠席が継続し、欠席日数が３０日を超えたことから、い

じめ防止対策推進法２８条１項２号が定める「いじめにより当該学校に在籍する

児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認め

るとき」に該当するとして、Ⅹ中学校において、Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員

会が設置され、調査が行われた。 

   Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会は、Ａに対するいじめの有無及びＸ中学校

の本事案に対する対応について調査を実施し、令和４年８月２４日に調査報告書

を取りまとめ、同年１０月６日にⅩ中学校から嘉麻市教育委員会へ提出し、同月

７日に調査報告書を嘉麻市長へ提出した。 

 ２ 再調査の申立て 

   Ⅹ中学校いじめ重大事態調査委員会の調査報告書について説明を受けたＡの保

護者より、教職員の対応に関する調査結果及び調査の中立性等についての問題点

が指摘され、嘉麻市長に対し、再調査が依頼された。 

   このため、嘉麻市いじめ問題調査委員会（以下、「当委員会」という。）は、令和

５年４月２７日、嘉麻市長から諮問を受け、いじめ防止対策推進法３０条２項に

基づき、本事案について再調査を開始した。 

第２節 再調査の内容 

１ 調査の目的 

   当委員会の調査の目的は、Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会が行った調査の

結果について、嘉麻市長の諮問に応じ、再調査を行うことである。いじめの事実に

ついては、Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会の調査により認定されているため、

Ａの保護者の意向を踏まえ、本件いじめ事案に対する学校及び教育委員会の対応

を主たる調査事項として再調査を行った。 

   再調査にあたっては、重大事態化の再発防止のために教職員の行動がどうあるべ

きかを具体的な提言に結び付けられるよう議論を重ねた。 

   なお、本再調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を目的と

したものではない。 
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 ２ Ⅹ中学校いじめ重大事態調査委員会が認知したいじめ事案 

   Ⅹ中学校いじめ重大事態調査委員会が認知したいじめ事案の各件は、次のとお

りである。 

    以下では、これらのいじめ事案についてそれぞれ「いじめ事案〇」（〇は数字）

ということとする。 

  

いじめ事案１ Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会調査報告

書３．１．２「（１）クラスマッチで彼女をＢ

チームに入れようとしていた件」 

いじめ事案２ Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会調査報告

書３．１．２「（２）生徒Ａが彼女にきつくあ

たっていた件」 

いじめ事案３ Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会調査報告

書３．１．２「（３）彼女のファイルを汚いモ

ノ扱いされた件」 

いじめ事案４ Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会調査報告

書３．１．２「（４）生徒Ａが他の生徒に彼女

の悪口を言っていたという件」 

いじめ事案５ Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会調査報告

書３．１．２「（５）部活動中のボール拾いの

時わざと生徒Ａが彼女のボールを横取りした

という件」 

いじめ事案６ Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会調査報告

書３．１．２「（６）整列の時などに彼女が生

徒Ａから避けられるなど嫌悪感をあらわした

態度をとられたという件」 

いじめ事案７ Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会調査報告

書３．１．２「（７）部活動内で生徒Ａが彼女

と他の部員が話すのを妨害したという件」 

※なお、上記のいじめ事案１～７に関する表は、Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員

会の調査報告書の記載をそのまま引用しているため、表中の「生徒Ａ」と本再調

査報告書の「Ａ」とは異なる。表中の「生徒Ａ」は本再調査報告書における「Ｂ」

のことであり、表中の「彼女」が本再調査報告書の「Ａ」のことを指す。 
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３ 諮問事項 

   令和５年４月２７日に、嘉麻市長から当委員会に諮問された事項は、以下のと

おりである。 

 

  諮問事項１ 調査報告書 P１３～P１４のＣ講師の指導及び発言についての検証 

  諮問事項２ 上記Ｃ講師の指導及び発言と不登校の関連性についての検証 

  諮問事項３ 令和３年７月から翌年２月までの校長の対応の問題点 

  諮問事項４ 本件いじめ事案に対する学校の対応の問題点 

  諮問事項５ 本件いじめ事案に対する市教育委員会の対応の問題点 

  諮問事項６ 上記校長等の対応の問題点と不登校の関連性についての検証 

  諮問事項７ 上記に関連して必要な事項 

  諮問事項８ 再発防止策の提言 

 

４ 調査主体 

   嘉麻市いじめ問題調査委員会条例３条２項に基づき組織された当委員会が再調

査を行った。 

  

氏名 区分 所属 役職 

大塚奈津子 弁護士 福岡県弁護士会 委員長 

松浦賢長 大学教授 福岡県立大学 副委員長 

坂田美穂 医師（精神科医） 飯塚医師会  

西村修 スクールカウンセ

ラー    

福岡県臨床心理士

会 

 

廣瀬亜美 スクールソーシャ

ルワーカー 

福岡県スクールソ

ーシャルワーカー

協会 

 

 

５ 調査方法 

（１）Ａ、Ｂ及びＡの保護者からの聴き取り 

（２）本事案発生当時の学校関係者からの聴き取り 

（３）本事案発生当時の嘉麻市教育委員会学校教育課からの聴き取り 

（４）関係資料の整理・分析 

 

 



4 

 

６ 当委員会の再調査の経過 

会議 開催日時 内容 聴き取り調査対象者 

第１回 令和５年４月 27 日 諮問  

第２回 令和５年６月６日 関係資料の整理・分析  

第３回 令和５年６月 29 日   関係資料の整理・分析  

第４回 令和５年８月２日   関係資料の整理・分析  

第５回 令和５年８月 21 日  関係資料の整理・分析  

第６回 令和５年９月３日   聴き取り調査 教職員（※） 

第７回 令和５年９月９日 聴き取り調査 教職員（※） 

第８回 令和５年９月 10 日  聴き取り調査 
教職員、加害生徒、教育

委員会関係職員（※） 

第９回 令和５年９月 24 日  聴き取り調査 
被害生徒、被害生徒の

父及び母（※） 

第 10 回 令和５年 10月 15日 再調査報告書の検討  

第 11 回 令和５年 10月 28日 
聴き取り調査 

再調査報告書の検討 

被害生徒の父（※） 

 

第 12 回 令和５年 11 月６日 再調査報告書の検討  

第 13 回 令和５年 11月 13日   再調査報告書の検討  

第 14 回 令和５年 11月 20日   再調査報告書の検討  

第 15 回 令和５年 11月 23日  再調査報告書の検討  

第 16 回 令和５年 11月 26日   再調査報告書の検討  

第 17 回 令和５年 11月 27日 再調査報告書の検討  
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第 18 回 令和５年 12 月２日 再調査報告書の検討  

第 19 回 令和５年 12 月４日 再調査報告書の検討  

第 20 回 令和５年 12月 10日 再調査報告書の検討  

第 21 回 令和５年 12月 16日   再調査報告書の検討  

第 22 回 令和５年 12月 18日   再調査報告書の検討  

第 23 回 令和５年 12月 25日  再調査報告書の検討  

第 24 回 令和６年１月７日   再調査報告書の検討  

第 25 回 令和６年１月 13 日 再調査報告書の検討  

第 26 回 令和６年１月 14 日 再調査報告書の検討  

第 26-2 回 令和６年 1 月 18 日 
庁外聴き取り調査 

（委員２名で行った） 
教職員（※） 

第 27 回 令和６年１月 27 日 再調査報告書の検討  

第 28 回 令和６年１月 28 日 再調査報告書の検討  

第 29 回 令和６年２月３日 再調査報告書の検討  

第 30 回 令和６年２月 10 日 答申  

 

※聴き取り調査対象者は、次のとおりである（教職員等は令和３年度当時の役職）。 

（１）校長（２）教頭（３）担任（４）副担任兼部活動顧問（５）学年主任（６）生

徒指導主事（７）主幹教諭（８）養護教諭（９）スクールカウンセラー（10）部活動

副顧問（11）教育長（12）学校教育課長（13）学校教育課長補佐（14）被害生徒（15）

加害生徒（16）被害生徒の父（17）被害生徒の母 
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第２章 本件に関する事実関係 

第１節 前提事実 

１ Ａについて 

    令和３年４月に嘉麻市立Ｘ中学校へ入学し、当該校の運動部であるα部に入

部した。Ａは、小学校時代、α部の競技の経験がなかった。 

    α部には、顧問と副顧問の計２名が配置されており、顧問はＡが所属する学

級の副担任であった。 

 ２ Ｂについて 

    Ｂは、Ａと３歳の頃から友人関係にあり、Ａと同じ小学校に通学し、その間、

Ａと友人関係があった。Ｂも令和３年４月にＸ中学校へ入学し、Ａと同じくα

部へ入部した。Ｂは小学校時代からα部の競技の経験があった。 

  ３ 関係する教職員について 

    以下の役職は、令和３年度当時のものである。 

  （１）担任 

Ａの学級の担任は、１年生から３年生までＡの学級の担任を務めている。本 

件いじめ事案が発生した令和３年度は、新規採用の年度であり、教師として１

年目であった（なお、教師になる前年に講師として１年の経験がある）。 

以下、Ａの１年生時の担任を「担任」ということとする。 

  （２）副担任 

Ａの学級の副担任は、前述のとおりα部の顧問であった。顧問兼副担任は、

Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会の調査報告書及び諮問事項１において

「Ｃ講師」といわれているため、本再調査報告書でも「Ｃ講師」ということと

する。令和３年度当時、講師としての経験年数は３０年以上あった。 

  （３）校長 

Ｘ中学校の校長は、令和３年度当時、教諭としての経験年数２４年、主幹教

諭としての経験年数４年、教頭としての経験年数３年であり、校長としては５

年目であった。令和３年度当時は、Ｘ中学校への赴任１年目であった。校長は、

令和４年度までＸ中学校の校長であった。 

     以下、令和３年度当時のＸ中学校の校長を「校長」ということとする。 

  （４）教頭 

教職員としての経験年数は３３年であった。令和３年度当時は、Ｘ中学校 

への赴任３年目であった。 

以下では、令和３年度当時のＸ中学校の教頭を「教頭」ということとする。 

  （５）学年主任 
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Ａが１年生の当時、Ａの学年の学年主任であった。教職員としての経験年 

数は４年であり、Ｘ中学校への赴任４年目であった。 

以下、令和３年度当時、Ｘ中学校の１年生の学年主任であった者を「学年主 

任」ということとする。 

  （６）生徒指導主事 

令和３年度当時、２年生の学年主任であり、かつ、令和３年度学校いじめ防

止基本方針におけるいじめ・不登校問題対策委員会の招集権者であった。令和

３年度当時、教職員としての経験年数は３３年であり、Ｘ中学校への赴任は４

年目であった。 

以下、令和３年度当時、Ｘ中学校の生徒指導主事であった者を「生徒指導主

事」ということとする。 

  （７）主幹教諭 

生徒指導委員会の構成員であった。令和３年度当時、教職員としての経験 

年数は２８年であり、Ｘ中学校への赴任４年目であった。 

以下、令和３年度当時、Ｘ中学校の主幹教諭であった者を「主幹教諭」とい

うこととする。 

  （８）養護教諭 

令和３年度は、養護教諭として２年目であり、Ｘ中学校への赴任も２年目 

であった。 

以下、令和３年度当時、Ｘ中学校の養護教諭であった者を「養護教諭」とい

うこととする。 

  ４ 市教育委員会について 

本件いじめ事案の対応をする部署は、嘉麻市教育委員会及び学校教育課であ

った。 

   （１）教育長 

令和３年度当時の教育長は、当時、校長の経験があった。 

   （２）学校教育課長 

令和３年度当時の学校教育課長は、当時、教頭の経験があった。 

   （３）学校教育課長補佐 

令和３年度当時の学校教育課長補佐は、当時、教頭の経験があった。 

第２節 当委員会が整理した事案経過 

  １ 令和３年４月２日、福岡県教育委員会教育長職務代理者より各市町村教育委

員会教育長宛に「いじめの未然防止・早期発見・早期対応の手引（改訂版）」（以

下、「手引」という。）等の活用を求める資料を生徒指導の参考とするよう通知依 
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頼がある。同月５日、嘉麻市教育委員会教育長が福岡県教育委員会教育長職務代

理者からの当該通知を嘉麻市内の小中学校校長へ通知する。 

  ２ 同年６月２２日、体育の授業後に、Ｂが、α部の競技が行われるクラスマッチ

で、ＡとＢが所属するクラスを２チームに分け、一方のチームに当該競技の経

験者を多く入れていき、Ａはもう一方のチームに入れようという話を、Ａに聞

こえる場所で話した。 

     Ａは、Ｂが話したことを、保健室に行き、養護教諭に相談した。 

   ３ 養護教諭は、Ｂが、α部の競技が行われるクラスマッチで、ＡとＢが所属す

るクラスを２チームに分け、一方のチームに当該競技の経験者を多く入れてい

き、Ａはもう一方のチームに入れようという話をしているのをＡが聞いたとい

うことを、担任とＣ講師に伝え、担任は、同月３０日に、ＢとＢの周りにいた生

徒たちに対して聴き取りを行い、「誰がチームに入るとか入らないとか、知らな

いうちに人を傷つけてしまうときがある。これからは話の中で人の名前を出す

ときは十分に気を付けるように」と指導した。 

   ４ 同年７月初旬、毎月実施される生活アンケートの６月分で、Ａは、友達関係

に悩みや不安があると回答し、同アンケートでスクールカウンセラーへの相談

を希望する旨回答する。 

   ５ 同月２日、生徒指導委員会で、Ｂが、α部の競技が行われるクラスマッチで、

ＡとＢが所属するクラスを２チームに分け、一方のチームに当該競技の経験者

を多く入れていき、Ａはもう一方のチームに入れようという話を、Ａに聞こえ

る場所で話したことについて、報告がなされる。 

   ６ 同月初旬頃、Ａが同年６月１１日に受けたＱ－Ｕテストの結果を担任が確認

する。Ａは、学級生活不満足群の要支援群に属しているという結果が出る。Ｑ－

Ｕテストの学級生活不満足群は、「耐えられないいじめや悪ふざけを受けている

か、非常に不安傾向が強い児童・生徒」であり、要支援群は、その傾向がさらに

強い生徒である。 

   ７ 担任は、Ａが生活アンケートでスクールカウンセラーへの相談を希望してい

たが、スクールカウンセラーが来校する頻度が２週間に１度であり、直近の日

の相談予約が埋まっていたことから、Ａに対し、緊急を要する相談かどうか確

認した。これに対しＡは、緊急を要しないため、相談を要しない旨回答し、スク

ールカウンセラーとの面談は行われなかった。 

   ８ 同月１９日、Ａの母から、Ｃ講師に対し、ＡがＢよりきつい口調で当たられ

ているといった内容の電話があった。これを受けて、Ｃ講師は、担任と教頭に報

告した。 
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     担任は、Ｃ講師よりこのことを聞き、いじめではないかという疑いを抱いた。 

     Ｃ講師は、教頭にα部内で聴き取りを行うということを報告し、それを教頭

も了承した。 

     Ｃ講師は、α部の１年生から３年生に対し、聴き取り調査を行った。その結

果、Ｃ講師は、ＡとＢがお互いに相手方に何か言うときには、きつい言い方で言

い合いをしているという認識を抱いた。また、Ｃ講師は、Ｂと小学校時代からα

部の競技のスポーツクラブでチームメイトであった部員がＢの周りに多くいる

一方、Ａの周りにはそういう部員があまりいないのと、Ａがα部の競技につい

て初心者であるため、ＢがＡに対しきつく言ったときに、Ｂの周りにいる部員

が同調するとＡが影響を強く受けるのだという認識を抱いたが、いじめの疑い

は抱かなかった。 

     Ｃ講師は、聴き取り調査の結果を担任、教頭、Ａの保護者及びＢの保護者へ

報告した。 

   ９ 同年１１月２６日、福岡県教育委員会教育長より、各市町村教育委員会宛に

手引等を校内研修で活用するよう依頼する通知が届く。嘉麻市教育委員会教育

長は、同月２９日、当該通知を嘉麻市内の小中学校校長へ通知する。 

   10 同年１２月初旬頃、Ｃ講師は、Ａを迎えに来たＡの母より、ＢがまだＡに対

し、嫌なことを言っているという相談を受けた。 

     それを受けて、Ｃ講師は、Ａ及びＢがお互いの思いを話し合う機会を設ける

ことをＡ及びＢの保護者に提案した。 

     Ｃ講師は、担任に、同月末までにはＡ及びＢが話し合う機会を設けたいとい

うことを伝えた。 

   11 同年１２月１７日、Ａの母は、２学期末の三者懇談会の際に、担任に対し、Ｂ

がＡの連絡帳のファイルを汚いモノのように指でつまんで扱ったことを相談し

た。 

     また、同じ三者懇談会の際に、Ａが美術の時間に、美術の教諭の指示を理解

できず、近くにいた別の生徒（以下、「生徒Ｅ」という。）にその意味を確認した

ところ、Ｂが「なんで今のもわからなかったのか」とＡに聞こえるように、生徒

Ｅに対して話しているのが聞こえたという相談があった。 

     Ａの母は、これはいじめではないかと担任に訴えた。 

     Ｃ講師は、担任からこのＡの母の話を聞き、初めてＡに対するいじめではな

いかとの疑いを抱いた。 

     同日、担任は、Ａの母からの相談を校長と教頭に報告する。校長は、同月２０

日にＢからの聴き取りを行うよう指示する。 
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   12 同月２０日、担任とＣ講師が、生徒Ｅに確認したところ、生徒Ｅは、美術の時

間のことは覚えていないと回答したが、Ｂが「これまでも何回も説明するのに

同じことを何度も聞き返されて嫌だった」と言っているのを聞いたと回答した。 

     担任は、校長と教頭に、生徒Ｅからの聴き取りの内容について報告をする。 

     担任は、同日、Ａ及びＢから個別に聴き取りを行い、Ｂは、美術の時間に、

「なんで今のもわからなかったのか」とＡに聞こえるように生徒Ｅに対して話

したことについては覚えていないと答え、ＢがＡの連絡帳のファイルを汚いモ

ノのように指でつまんで扱ったことについて認めた。 

   13 同月２１日、担任、Ｃ講師、Ａ及びＢの四者で、昼休みの時間帯に、家庭科準

備室において話合いの場が設定された（以下、同日の話合いを「四者話合い」と

いう。）。 

四者話合いでは、まず、Ｃ講師が「お互い相手に対して思っていることがある

と思うので、どちらでもいいから、自分が相手に、特にこれということがあれば、

まずそれを言って」と言うと、Ｂから、小学校の時にＡからのボディータッチが

激しくて、それを嫌だとＡに言っても止めてくれなかったという話がなされた。 

     これに対し、Ｃ講師がＡに、なぜボディータッチをすぐに止めなかったのか

尋ねると、Ａは、「（Ｂが）照れてるのかと思いました」と回答した。 

     続いて、Ｂから、Ａが、バスで乗り合わせた隣のクラスの女子生徒に対し、Ｂ

の交友関係に関して、なぜＢはあんな人と付き合うのか等と言っていたとその

隣のクラスの女子生徒から聞いたという話があった。 

     このことについて、Ｃ講師がＡに尋ねると、Ａは、その女子生徒にＢの愚痴

を言ったと回答した。 

     これに対し、Ｃ講師は、Ａに対し、愚痴は本当に仲が良い子に言わないとＡ

が誰にでもＢのことを言いふらしていると思われてＡが損をすると伝えた。 

     ＢがＡに対してもう言いたいことはないと述べたため、Ｃ講師がＡに尋ねた

ところ、Ａからは、学級で連絡帳のファイルを配付するときに、Ａのファイルだ

け汚いモノを触るようにつままれ、それは嫌だったから止めてほしいという話

がなされた。  

     このことについて、Ｃ講師がＢに尋ねたところ、ＢからはＡのファイルだけ

汚いモノのように扱うことをしたという回答があった。 

     これに対し、担任及びＣ講師は、Ｂを厳しく叱った。 

     Ｃ講師は、ＡはボディータッチをＢが止めてと言っても止めなかったこと及

びＡがＢの愚痴を言ったことについて、ＢはＡの連絡帳を汚いモノのように扱

ったことについて、ＡとＢ両者に謝罪させた。 
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     その後、Ｃ講師は、Ａ及びＢに対し、α部のＡ及びＢの先輩部員たちや同級

生の部員が、Ａ及びＢ両者の関係性が良くないことについて気を遣っていると

伝え、今後ずっと、α部の先輩や同級生たちが気を遣うようなことをすれば、二

人には部活動を辞めてもらわなければいけなくなると話した。 

     担任は、ＡとＢに対し、残りの学校生活を周りもいるんだというところを意

識して生活しようということを話した。 

   14 Ｃ講師は、同日、四者話合いの内容を校長と教頭に伝えた。その後、Ｃ講師が

ＡとＢの保護者に報告するため、電話連絡したところ、Ａの父がＡとともに学

校に来校すると回答し、Ａの父へはＸ中学校において対面で一連の流れを報告

した。Ｂの保護者は、Ｘ中学校に来校することができないということであり、電

話で報告をした。 

     Ａの父は、Ｘ中学校に来校して「Ｂさんがそこにいて謝ってくれるのかと思

った」と話した。また、Ｃ講師からの報告に対し、「この子は愚痴も言ったらい

けんのか」と話した。これに対し、Ｃ講師は、「愚痴は言ってもいいんですが、

日頃あまり一緒にいない子に話すとどういうふうに広がるか分からないので」

と話した。 

     Ａは、Ｃ講師からの説明の後、Ａの父に「もう帰ろう」と述べた。 

     担任とＣ講師は、ＡとＡの父が担任とＣ講師の指導に納得したと認識した。 

   15 Ｘ中学校は、同月２４日に２学期の終業式を迎え、Ａは、同月２５日よりα

部を欠席するようになった。 

     終業式の夕方、Ｃ講師は、Ａ宅にＡが帰宅したかどうかの確認の電話をした

ところ、Ａの保護者から発熱や下痢の症状があるため、同月２５日と同月２６

日のα部の大会を欠席するという電話があった。 

     Ａの保護者から教頭に対し、同月２７日以降もＡが部活動を欠席するとの連

絡があった。 

   16 令和４年１月１１日の３学期の始業式の日、Ａの母は、朝、Ｘ中学校にＡが

生理痛で欠席すると電話連絡を入れ、同日よりＡは学校を欠席するようになっ

た。 

     同日の夕方、Ａの父は、Ｘ中学校へ行き、Ａが四者話合いの中でＣ講師より

「二人とも部活を辞めさせる」と言ったことに納得いっていないこと、Ａは部

活に出席できないのにＢだけ部活を続けていることに納得いかないことを述べ

る。 

     担任が教頭に報告すると、教頭は、担任に対し、「二人とも部活を辞めさせる」

というのは、次に何かあったらという意味なので、それがないのなら退部させ 

 



12 

 

るという指導を行うことはないという真意を、担任及びＣ講師から、Ａの父に話

して分かってもらえるようにと指示した。 

   17 同月１２日午後６時頃、Ａの父がＸ中学校へ行き、担任とＣ講師が対応した。

校長と教頭は、ＰＴＡの評議員会があり同席しなかった。Ａの父は、Ａがα部を

辞めたいと言っているのだからＢをα部から辞めさせるよう求めた。Ａの父は、

話合いの途中、机を叩くことなども行った。Ｃ講師は、四者話合い以降、二人を

指導する場面はなかったので退部させることはない旨をＡの父に伝える。 

     担任とＣ講師が校長、教頭及びＡの学年の学年主任にＡの父とのやり取りを

報告する。 

   18 同月１３日、Ａの母は欠席連絡をし、担任はその際に、Ａの体調について聞

くと、Ａの母は、ＡがＢのことで気に病んでいるという話をする。 

   19 同月１４日の１時間目に生徒指導委員会が開催され、これまでの経緯や指導

の過程についての説明がなされ、二人を部活動から辞めさせない方向で話をし

ていくことについて協議がなされる。 

     Ｃ講師は、電話でＢの母へＡの父の主張を伝える。Ｂの母から、関係者全員

が一堂に会する場を設定するようにとの要望がある。 

     教頭は、Ｃ講師に対し、校長、教頭、嘉麻市教育研究所学校支援室長（以下、

「学校支援室長」という。）、スクールサポーター等が出席した会の開催をＡの

保護者に提案するよう指示する。 

     同日午後６時頃、Ａの父から電話があり、Ｃ講師から、第三者も出席した関

係者が集まる会の開催について提案するが、Ａの父は断る。その後、Ａの父は、

Ｘ中学校を訪れる。校長、教頭、担任及びＣ講師で対応する。 

     Ａの父は、校長らに対し、「被害者は辞めるのに加害者は続けられるんですか」

「心が傷ついているんですよ」「この状況でα部に戻れというんですか」と述べ

る。 

     校長がＡの父に家庭訪問を提案すると、Ａの父は、Ａの嫌がることはしたく

ないので、Ａに確認してみると回答する。 

   20 同月１５日の朝、Ａの父は、Ｘ中学校へ電話し、「あなたたちの対応は、僕は

絶対に許さんし、それだけしっかり心にとめといてください」と述べる。同日、

Ｘ中学校は、ＢがＡの連絡帳のファイルを汚いモノのように指でつまんで扱っ

たことについて、いじめと認知した。 

     校長は、学校支援室長に協力を依頼する。 

     Ａの保護者は、Ｃ講師と話すことを求めるが、教頭は、Ｃ講師と連絡が取れ

ないとして、教頭が代わりにＣ講師に伝える旨述べる。 
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     校長は、Ａの欠席の原因は、１２月の案件であると判断し、教育委員会への

１２月の月例報告を差し替えて、いじめ事案として報告する。 

   21 同月１６日、教頭がＣ講師に電話をする。Ｃ講師は、Ａの父が、机を叩いた

り、大声を出したりして、お前が辞めれ、お前みたいな者がいるからα部がこう

なっていると言われたのが怖いと話す。 

     教頭は、Ｃ講師に対し、翌日である１７日に休んだらどうかと話した。Ｃ講

師は、教頭に「なぜ私が休まなければならないのか」と述べたが、月曜日である

１７日から、Ａの父より電話がかかってくるのでと言われ、Ｃ講師は、１７日に

ついては年休を取得することを了承した。 

22 同月１７日、Ｃ講師は、年休を取得する。 

校長は、学校教育課長を訪問し、これまでの経過を記した書面を渡す。 

校長と教頭が学校支援室長に支援を依頼する。 

夕方、Ａの父は、Ｘ中学校を訪問する予定であったが、体調不良のため訪問で

きないとＸ中学校へ電話する。 

午後７時頃、教頭が、Ｃ講師に電話で連絡する。教頭は、その電話の中で、Ｃ

講師に対し、「どうするね？もう休むね？これから先」と話し、Ｃ講師は、「私休

まなければならないんですか」と尋ねた。すると、教頭は、Ｃ講師に対し、「授

業の時間数は足りているから」と話した。これに対し、Ｃ講師が「授業の途中で

もあるので」と答えると、教頭は、Ｃ講師が赴任する前の年に病休を取得して退

職した教員の話を出した。これに対し、Ｃ講師が「病休を取得しないといけない

のですか」と尋ねると、教頭は、「病休じゃなかったら退職になるけど」という

話をする。 

Ｃ講師は年休を取得することに不服であったが、休職ではなく、とりあえず１

週間（同月２１日まで）年休を取得することとした。 

   23 同月１８日、校長が学校教育課長を訪問したところ、学校教育課長は、校長

に対し、Ａについて、「このまま欠席が続くといじめによる重大事態となる」「本

人の学力保障からも登校への取組を進めるように」「Ｃ講師からも話を聞きたい

ので教育委員会に来てほしい」と述べる。 

     同日の昼に、担任が、Ａの父へ電話した際、Ａの父は、校長、教頭、担任及び

Ｃ講師同席での会を開いてほしいと要望する。これに対し、担任は、Ｃ講師が今

週中は年休を取得していることを伝える。 

     学校教育課長と学校教育課長補佐が、Ｘ中学校を訪問し、Ｃ講師から話を聞

いたと述べる。その上で、今後は組織的対応を柱として、生徒指導部、管理職、

学校としての対応として、Ｃ講師個人に対応させないようにし、その旨Ａの父 
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とも話をするようにと、そしてそれは教育委員会の指導によりそうすると伝え

るようにとの話をする。また、学校教育課長は、Ｃ講師には、積極的に年休を使

わせ、年休消化で対応するようにという話をする。 

     同日午後５時頃、生徒指導委員会が開催され、経過を委員会として確認し、

Ｃ講師の復帰に向けての体制づくりを協議する。 

   24 同月１９日、職員会議を開催し、教頭が教職員へ経過報告を行う。Ｃ講師個

人の問題とはせず、全員が共通認識の下で、学校として組織的に対応していく

こと、Ａが登校できるような手立てを考えていくこと等が協議される。 

   25 同月２０日、校長が、学校支援室長に対し、学校支援室長からもＸ中学校は

教育委員会の支援を必要としていると伝えてほしいと要望を伝える。 

     同日午後６時頃、教頭が、Ａの父に電話して、Ｂの保護者同席での会議開催

を求めたところ、Ａの父は、Ｂの保護者同席には同意したが、Ｃ講師同席での話

合いの会を強く求める。教頭は、教育委員会からの指示でＣ講師は同席させな

いで生徒指導委員会や管理職が対応すると話したところ、Ａの父はそれに同意

しなかった。 

   26 同月２１日、学校教育課長が、校長に電話し、学校主体でＡが登校できるよ

うな話合いの場をまずは開くようにという指示を行い、また、Ｃ講師の参加も

そうせざるを得ないだろうが、他の複数の教職員が出席してもよいという指示

をする。 

     同日午前、校長がＣ講師に電話したところ、Ｃ講師は、「なぜ私が休まないと

いけないのか」と話す。 

     午後５時頃、担任がＡの母へ電話をし、Ａの顔を見に行きたいと伝えたとこ

ろ、Ａの父と電話を替わり、Ａの父は、Ｃ講師との話合いの場の設定を求める。 

     午後６時頃、校長と担任が学校発の文書や手紙をＡの自宅のポストに入れに

行く。帰宅後、校長がＡの父に電話し、Ｃ講師を同席させないで話合いがしたい

旨伝えるが、Ａの父はそれを断る。 

  27 同月２２日、校長がＡの父に対し、前日に担任が話したのと同様のことを伝

えようとするも、Ａの父は、教育委員会と話すと述べる。 

   28 同月２４日、学校教育課長は、校長に対し、Ａの保護者とＢの保護者との間

の話合いの会は開くように、Ｃ講師がその会に全く同席しないわけにはいかな

い、生徒指導主事が代わりに回答する等の対応を取るようにと指示をする。 

     校長は、生徒指導委員会を開催し、今後開催するであろうＡの保護者とＢの

保護者との話合いの会について生徒指導委員会の役割を確認し、Ｃ講師の意向

も確認した上で、今後の生徒指導委員会で協議していくこと等の話合いがなさ 
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れる。 

     午後５時頃、担任がＡの母に電話し、家庭訪問をしてＡの顔が見たいと伝え

たところ、Ａの母は、Ａは微熱、吐き気、めまい等が続いており、外に出れない

状態だと伝える。 

     担任は、学年主任と学校発の文書をＡ宅のポストに入れに行く。 

   29 同月２５日、校長がＣ講師の意向を確認し、今後開催されるＡの保護者とＢ

の保護者との話合いの会への出席の話をする。 

午後６時頃、担任がＡの父と電話で話し、Ａの父は、Ａの学級での新しい班編

成後の班の生徒が作成した寄せ書き等を見てＡが喜んでいると話す。その後、担

任がＡ宅のポストに学校発の文書を入れに行く。 

   30 同月２６日、午後１時頃に、Ａの父が、教育委員会を訪ね、学校支援室長が対

応する。その後、校長と教頭が教育委員会を訪ね、教育長及び学校教育課長より

今後の対応方針を聞く。教育委員会からは、Ａの父の思いをしっかり聞くこと、

学校全体としていじめ問題の重大さを捉えること、Ａが登校できる状態を作り

出すことが何よりの課題であること、そのための学校の取組を説明すること、

一度での解決が難しくても、両家の話合いや学校との話合いが継続できるよう

に、それぞれの要望を聞きながら進めることについて指示がある。 

     校長は、生徒指導委員会を開催し、今後の取組について協議する。また、校長

は、生徒指導委員会で、委員会全体で、それぞれが当事者としていじめ問題に対

する考えを持ち、取り組むことを伝える。 

     午後６時頃、担任が、Ａの父へ電話したところ、Ａの父は、現状では、Ａを学

校に行かせられないとの話をする。また、Ａの父は、担任に、Ｃ講師の様子を尋

ね、担任は、Ｃ講師は体調が万全ではなく、午前中で帰宅したと伝える。 

     その後、担任が学校発の文書をＡ宅のポストに入れに行く。 

   31 同月２７日、学校支援室長が、Ｘ中学校に電話し、教頭に対し、前日の同月２

６日にＡの父に対し、不登校の生徒等を支援する嘉麻市教育研究所適応指導教

室「れすとぴあ」を紹介したという話をする。教頭は、校長にその内容を報告す

る。 

校長が、ＰＴＡ会長に事案の経過を報告し、内容への理解と今後の協力を求め

る。 

午後５時５０分頃、担任が、Ａの父と電話で話す。その後、担任がＡ宅へ学校

発の文書をＡ宅のポストに入れに行く。 

   32 同月２８日、Ｘ中学校では、午前と夕方に生徒指導委員会が開催される。午

前の生徒指導委員会では、学校支援室長も同席し、Ａの父とのこれまでのやり 

 



16 

 

取り等の説明がなされる。 

     午後の生徒指導委員会では、担任が出席し、今後の協議の持ち方や、対応の

確認、学校側の対応案等について協議がなされる。 

     同日午後６時４０分頃、担任とＡの父が電話で話し、Ａの父は、Ａの学級全

体の保護者会を開催してほしいと要望する。 

     その後、担任がＡ宅へ行き、Ａ宅のポストに学校発の文書を入れる。 

   33 同月３１日、学校支援室長は、教頭に対し、同月２８日に、学校支援室長とＡ

の父が電話で話して、Ａの父よりＡの学級全体の保護者会を開催してほしいと

の要望があったこと、学校支援室長が、個人攻撃ではなく、建設的な話合いであ

れば結構だということで同意したこと等の話をする。 

     Ａの父は、担任に電話し、Ｃ講師が出勤しているかどうかを確認するために

校長と替わるように求める。 

     Ａの父は、校長に対し、いつＡの保護者とＢの保護者との話合いの会を開催

するのか尋ねる。 

     午後６時１５分頃、担任がＡ宅のポストに学校発の文書を入れるためにＡ宅

へ行く。 

     担任の帰校後、担任がＡ宅へ電話する。Ａの父が出て、Ａの父は、「Ｃ講師は

逃げ隠れしてふざけるな。死に物狂いで対応しろ。Ｃ講師は絶対許さない。会っ

た時に直接言う」と述べる。続いて、Ａの父は、Ａの母に電話を替わり、「担任

は毎日連絡すると言ったが、土日は連絡してこない。土日は心遣いはお休みな

のか」「Ｃ講師は部活動顧問として一言もない。行動が遅い」と述べた。その後、

電話をＡに替わり、Ａは、「動悸が止まっていない。１学期も相談したけど部活

だけのことで済ませられた。根本はＢだけど、助けを求めたのに先生も。私が学

校に行ったら真っ先に私に頭を下げて謝ってください」と述べた。 

     最後に、Ａの父に電話を替わり、Ａの父は、校長と教頭に伝えておくように

と述べた。 

     その後、担任は、校長、教頭及び主幹教諭にＡ及びＡの保護者からの電話の

内容を伝える。 

   34 同年２月１日、学校教育課長が校長に連絡し、校長が教育委員会へ行き、前

日の経過等を報告する。学校支援室長にも報告する。 

     校長は、職員会議を開催し、Ａの保護者とＢの保護者との話合いの会の流れ

を確認する。Ａの不登校解消に向けて保護者の強い気持ちを受け止め、相談体

制や、「いじめアンケート調査」、保健室登校や外部機関との連携等をすすめる

ことについて協議がなされる。人権学習や保護者会の実施を計画すること、い 
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じめに類するトラブルについても集団づくりやコミュニケーションづくりを見

直すこと等が話し合われる。 

     午後５時５０分頃、担任が、Ａの父に電話をすると、Ａの父は、Ａがプリント

や生徒の手紙を喜んでいると話す。 

     午後６時に、校長が、Ａの父へ電話をし、同年２月４日午後７時からＡの保

護者とＢの保護者との話合いの場を設定し、教職員１０名程度が参加すること

について伝える。 

     午後６時３０分、担任がＡ宅のポストに学校発の文書を入れるために、Ａ宅

へ向かう。 

   35 同月２日、学校教育課長が校長に電話し、校長が同月４日にＡの保護者とＢ

の保護者との話合いの会を開催すること、同日までの流れを説明する。 

     午後６時頃、担任がＡの父に電話をし、Ａの学級の生徒がＡに手紙を書きた

いと言っており、それを明日以降届けるつもりだと伝える。 

     午後６時４０分頃、担任が学年主任ともう１名の教職員とともに、Ａ宅のポ

ストに学校発の文書を入れるためにＡ宅へ向かう。 

   36 同月３日、校長と教頭が、Ｂの保護者と面談し、Ｂへのカウンセリングを勧

める。 

     Ｘ中学校において、同日の帰りの会で、生徒指導主事作成の「仲間とのかか

わりについてのアンケート」が全校生徒を対象に行われ、学年の生徒指導担当

が集約することとされる。加えて、Ｘ中学校において、「いじめ早期発見のため

の家庭用チェックリスト」の用紙が配付される。 

     午後５時頃、Ａの父は、Ｘ中学校へ電話し、Ａの弟がコロナウイルスの濃厚

接触者となったため、翌日に予定されているＡの保護者とＢの保護者との話合

いの会を延期してほしい旨連絡をする。 

     午後７時頃、担任は、もう１名の教職員とＡ宅のポストに学校発の文書を入

れるために、Ａ宅へ向かう。 

   37 同月４日、生徒指導委員会が開催され、「仲間とのかかわりについてのアンケ

ート」の集約結果を各学年が報告する。生徒指導委員会にて、いじめ案件等での

認識について組織的対応ができていない課題が再確認される。 

     学校教育課担当係長が、Ｘ中学校へ電話し、教頭が電話を受ける。係長は、Ａ

のいじめに起因する欠席日数が３０日を超えると「重大事態」となり、市議会及

び市長報告の案件となるため、そうならないように取組を進めていくこと等の

指示をする。また、同日に予定されていたＡの保護者とＢの保護者との話合い

の会は引き続き日程を設定して行うこと等の指示がなされる。 
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     午後６時頃、担任がもう一人の教職員とともに、Ａ宅のポストに学校発の文

書を入れるために、Ａ宅へ向かう。 

   38 同月５日、担任が、Ａ宅に電話をしたところ、Ａの父は、Ａは動悸はあるが食

事は食べるようになっていることを話す。 

   39 同月６日、担任が、Ａ宅に電話をすると、Ａの父は、Ａはたまにめまいがする

こと、病院から精神的なことが原因であると言われていること等を述べ、担任

はそれを教頭に伝える。 

   40 同月７日、学校教育課長と学校支援室長がＸ中学校を訪問し、校長と教頭に

対し、Ａの保護者とＢの保護者との話合いの会について次のような指導があっ

た。 

     ・いじめ問題に対して学校の認識が甘かったことについて謝罪の必要がある 

・１２月の段階で当該学級の教員らの対応で解決したものとし、生徒指導委員会

で認知されず、本件への対応がされなかったことが組織的対応につながらず

現状を招いている 

・冬休み中の部活動への欠席の対応も十分できていたのか、そこで何か大きな

事態があったのではないか 

・当該教員の指導に任せて管理職による指導や助言、支援がなされていないと

いう不作為について管理職として謝罪の必要がある 

・いじめ問題解決に向け改めて学校全体で取組を深めることとし、学校は生徒

への２次被害を防ぐためにも、すべての生徒を大事にすることを通して共に

学ぶ場であるのだということを訴えていくこと 

・加害者からの謝罪の必要性・懲戒について検討すること 

    ・加害者について別室でのカウンセリングを勧める 

    ・医者からは加害者との接触を避けることが望ましいとの所見があること 

・Ａの学校への復帰を進めること、欠席が３０日を超えると重大事態となるこ 

と 

・学力保障の観点からも別室（保健室等）での個別学習ができる体制づくりをす

ること 

・子育て支援課と連携して「れすとぴあ」や「教育相談室」等の活用を紹介する

こと 

・話合いの場に教育委員会がいないことを問われたら答弁を行うこと 

・常に事態は細かく報告し指導を受けていること 

・今回は、いじめ問題に対するＸ中学校の認識の不十分さ・甘さが課題であり、

今後いじめのない学校づくりを通じてＡの登校を促すことを第一としている 
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こと 

午後６時、担任が、Ａの父へ電話をかける。校長もＡの父に電話をし、Ａの保

護者とＢの保護者との話合いの会を同月９日の午後７時から開催することを伝

える。 

    41 同月８日、午後６時１５分頃、担任がＡの父に電話をかける。午後７時頃、

担任が別のもう一名の教職員とともに、Ａ宅のポストに学校発の文書を入れる

ために、Ａ宅へ向かう。 

    42 同月９日午後７時、Ａの保護者、Ｂの保護者、校長、教頭、学校支援室長、担

任、Ｃ講師その他６名の教職員が出席し、Ａの保護者とＢの保護者との話合い

の会が開催される。 

      冒頭に、校長が、これまでの経過を説明し、いじめ事案に対する認識及び対

応の不十分さについて謝罪の言葉を述べる。 

      Ａの父母は、Ａの現状とＡの診断書を回覧し、Ａの父母がいじめに対するＢ

及びＢの父母への意見を述べる。 

      Ｂの父母が、今回の件に関する意見やＢが小学校の時からの経過から感じて

きたことなどを述べる。 

      Ｂの父母からいじめ事案に対する謝罪が行われる。 

      午後９時に一旦終了するが、片付け中に、Ａの母はＣ講師に対し、これまで

の対応について批判する。 

      また、Ａの父母は、本件いじめ事案をＡの学級で公表すること、Ａ及びＢの

カウンセリングを行うこと、今後ＡとＢが接触しない学校生活が送れるような

体制を取ることなどの要望を述べる。 

      Ｘ中学校では、午後９時５０分から職員会議が開催され、教頭がＡの保護者

とＢの保護者との話合いの会の内容を報告する。Ａの保護者からの要望につい

ての確認がされる。 

    43 同月１０日の朝、Ａの父は、担任に電話し、昨日の話合いの会を受けてＢが

逆恨みすることがないよう、ＡとＢが接触しない体制を作るよう要望する。 

      また、Ａの父は、Ｃ講師に電話を替わるよう求め、Ａの父は、Ｃ講師に対し、

Ａが１２月の指導において、Ｃ講師から「感性がおかしい」と言われたことが

一番嫌になっていると話す。 

      午前９時から担任も参加し、生徒指導委員会が開催され、Ａの学級での学級

会の進め方等について協議がなされる。 

      養護教諭は、スクールカウンセラーと協議した、今後のカウンセリングの計

画について説明をする。養護教諭は、Ｂには市のカウンセラーを付けることな 
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どについてスクールカウンセラーから提案があったこと等について報告を行う。 

      午前９時５５分頃、学校教育課長はＸ中学校へ電話し、前日のＡの保護者と

Ｂの保護者との話合いの会の報告書を提出するよう指示する。 

      昼休みに養護教諭が、Ａの父に電話をし、祝日である同月１１日の午後２時

３０分にＡがＸ中学校へ行き、カウンセラーと顔合わせをすることが決まる。 

      Ａの学級の学級会において、担任は、ＡがＢからいじめを受けたこと、その

結果、Ａが登校できなくなっていることについての話をする。Ａへの学級の生

徒一人一人のこれまでの態度に関するアンケートとＡへのメッセージ作成が行

われる。 

      校長が、教育委員会へ行き、教育長と学校教育課長に対し、前日のＡの保護

者とＢの保護者との話合いの会の報告を行う。教育長及び学校教育課長は、Ａ

が登校した際、Ｂを教室から出すことや、学級を２分割して授業を行うこと等

についての提案をする。 

      午後５時よりＸ中学校において、生徒指導委員会が開催され、担任が、学級

会の様子を報告し、養護教諭は、昼休みのＡの父との話についての報告を行う。

校長は、教育長及び学校教育課長との協議内容を報告する。 

      午後６時２５分頃、担任が、Ａの父に電話し、学級会での様子を話し、学級

の生徒は、Ａの現状を理解し、これからやっていきたいことの案等を考えたこ

とを伝える。 

      午後７時３０分頃、担任は学年主任とともに、Ａの学級の生徒が作成したメ

ッセージを１枚にまとめたものをＡ宅のポストに入れる。 

    44 同月１１日、Ａ、Ａの父及びＡの弟がＸ中学校に行き、Ａはスクールカウン

セラーとの面談を行う。 

      カウンセリングの中で、スクールカウンセラーがＡに「きつかったね」と声

をかけると、Ａは号泣する。また、カウンセリングの中で、Ａは、令和３年１２

月２１日の四者話合いでの指導の過程に引っかかっている点があると話す。 

      その後、担任と校長らとでＡの別室登校の体制づくり、Ａの今後のカウンセ

リング、Ｂの別室指導、Ｂのカウンセリングなどについて話し合う。 

    45 同月１２日、担任がＡの父に電話をかける。 

    46 同月１３日、担任がＡの父に電話をかける。その電話の中で、Ａの父は、同

月１７日のスクールカウンセラーのカウンセリングにＡは行く予定であるが、

Ｂと接触がないようにしてほしいこと、Ｃ講師は、Ａが隣の学級の生徒にＢの

悪口を言ったこととＢがＡに対してしてきたことを「おあいこ」と言ったが、

おあいこなわけがないこと、Ｂのカウンセリングを実施してＢに反省してほし 

 



21 

 

いこと、Ｃ講師は信用しないこと等の話がある。担任は、その内容を教頭に報告

する。 

    47 同月１４日、生徒指導委員会が開催される。生徒指導委員会の委員の教職員

は、同日、Ａの父が、校長、教頭、担任及びＣ講師で話合いの場を設定してほし

いと申し入れをしたとの報告をする。また、同月１７日のＡのカウンセリング

の日のことについて打合せがなされる。そのほか、Ｂの別室指導、Ｂのカウン

セリング、Ａの学級を２分割して授業を行うことが可能かどうかなどについて

検討される。 

      午後６時４０分、担任が、Ａの父に電話をかける。その後、校長がＡの父に

電話をかけ、Ｂの個別指導について伝えるとともに、Ｃ講師に伝えたいことは

校長に言ってほしいと伝える。 

      その後、担任が、同月１０日の学級会を欠席していた学級の生徒のメッセー

ジをＡ宅のポストに入れる。 

    48 同月１５日、教頭は、嘉麻市子育て支援課の職員とＢのカウンセリングにつ

いて打合せをする。 

      養護教諭は、Ａ宅に電話し、１７日に予定されているＡのカウンセリングに

ついてＡの父と話す。 

      午後６時１０分頃、担任がＡ宅のポストに学校発の文書を入れる。 

      午後７時３０分頃、校長、教頭及び担任がＢの保護者と面談し、Ｂの保護者

に、Ｂの別室指導やＢのカウンセリングを行うことを伝える。 

     49 同月１６日、ＢがＢの母と登校し、そのまま生徒指導室に入り、Ｂの別室指

導が始まる。午後６時頃、担任がＡの父にＢの別室指導の様子を伝える。 

    50 同月１７日、Ｘ中学校の相談室において、Ａのカウンセリングが実施される。 

     午後３時４５分頃、Ｘ中学校で職員会議が開催され、校長は、 

・Ａの父の激しさの対応には難しさがあるが、何回も接していくと子への愛情

の現れであったとも思う 

・私たちは、いじめの認知をその場で起こった事実でとらえてきたが、そこに

至る長い歴史や背景をもっとしっかりとらえきれていれば、別の対応もでき

たのではないか 

・生徒個人一人ひとりの特性の理解がもっとできていればよかったのではない

か 

・担任の努力をどの先生も知ってほしい。それに対して管理職の対応は不十分

であった。今後は他の先生方の負担が増えることになると思うが協力をお願

いする 
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等と述べる。 

       午後４時頃、市のカウンセラーより、Ｂのカウンセリングが行われる。 

       午後５時４５分頃、担任が、Ａの父へ電話をかける。     

     51 同月１８日、Ｘ中学校において、生徒指導委員会が開催され、Ａの学級を２

分割することやＡとＢを接触させない方法などについて協議される。 

       Ｘ中学校において、いじめ問題に関する全校人権学習が行われる。 

       午後６時頃、担任が、Ａの父に電話をかけ、担任が学級でＡの顔を見たと話

したら、生徒からＡを心配する声が上がったとＡの父に伝える。 

       午後６時２０分頃、担任がＡ宅のポストに学校発の文書等を入れる。 

     52 同月１９日、担任が、Ａの母に電話をかけると、Ａの母は、次のカウンセリ

ングの予定について尋ねる。 

     53 同月２０日、担任がＡの父に電話をかける。Ａの父は、Ａの体調は少しいい

と述べる。その際、Ａの父は土日は親が見ているので、土日の連絡はもういい

と伝える。 

     54 同月２１日、校長が、Ａの父にＸ中学校への来校を依頼し、校長は、Ａの父

に対して、今後のＡの登校までの段取りとＢの別室指導の様子を説明する。Ａ

の父は、Ａは昼間は一人でいるのできつそうだが、夜は父母がいるので安心し

ているようだと述べる。 

     55 同月２２日、Ｘ中学校は、帰りの会で、いじめ問題をテーマにした学級通信

を配付する。 

       午後６時頃、担任が、Ａ宅のポストに学級通信を入れる。 

       養護教諭が、Ａの父に電話をかけ、次回のカウンセリングの打合せを行う。 

     56 同月２４日、担任が、Ａの父に電話をかけ、同月２５日に予定されているカ

ウンセリングのための登校について確認する。 

       午後６時２０分、担任がＡ宅のポストに学校発の文書等を入れる。 

     57 同月２５日、生徒指導委員会が開催され、Ａの事案について、経過報告が行

われる。 

       午前１０時からＡのカウンセリングが開始される。 

       午後５時４５分頃、担任が、Ａの父に電話をかけ、次回のカウンセリングが

３月１日であることを確認する。 

       Ｂの別室指導の延長が決定する。 

     58 同月２８日、Ａの欠席日数が３０日を超え、いじめ防止対策推進法上の「重

大事態」に該当する。 

       学校教育課長補佐がＸ中学校を訪問し、校長、教頭に対し、時系列に沿った 
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経過報告をまとめること、生活アンケート等をしっかりと保管すること、組織を

作って調査を行うこと、調査は生徒指導委員会が行うこと、月例報告等を基にし

た簡易的な報告を同年３月３日までに教育委員会に対して行うこと、発生の報

告書は同月１４日までに教育委員会に提出することなどの指示を行う。 

       午後４時２０分頃、学校教育課長補佐は、教頭へ、教育長、学校教育課長及

び学校教育課長補佐とで協議したと電話で伝え、特に、Ａの学級の分割授業が

行われずに新たな方針となっていることについて、その方針転換がどのように

行われたのかについてＸ中学校から説明がないとの指摘を行う。 

       教頭は、学校教育課長補佐に対して、２分割授業は実現困難な点が多いこと、

別室指導はＡの保護者から評価されていること、いじめ防止対策推進法の学校

が講ずべき措置に該当すること、Ｂにとって別室指導はいじめ加害者としての

認識をじっくり考えさせることができること等の説明を行う。 

       これに対し、学校教育課長補佐は、校長が同年３月１日に教育委員会に赴き、

説明するよう指示をする。 

       午後４時３０分、１年生教員は学年会を開き、Ｂの別室指導の今後の進め方、

今後の学年としての指導の方向性や内容、役割分担について協議する。 

       午後５時４０分、担任が、Ａの母と電話で話し、Ａの母は、Ａが１５分くら

いは外に出ようと思っているが、一昨日はそれもできない体調であったこと、

今日も体調が優れないことについて話す。 

       午後６時１０分頃、担任がＡ宅のポストに学校発の文書を入れる。 

       午後６時５０分頃、校長がＡの父に電話をかけ、Ｂの別室指導を継続するこ

とについて伝える。 

     59 同年３月１日、午前９時頃、Ａの母が、Ｘ中学校へ電話し、Ａの体調が優れ

ないため、同日１０時から開始予定とされていたカウンセリングをキャンセル

すると伝える。 

       午前１１時、校長が教育委員会へ行き、教育長及び学校教育課長と協議する。 

       午後３時、校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、養護教諭、担任、スクール

カウンセラーが集まり、校長が教育委員会での協議について報告する。校長と

教育委員会との協議の内容として次のことが報告された。 

・Ａの欠席が３０日を超えたこと 

・重大事態であるかどうかを決めるのは学校であること及びそれを受けて校長

が重大事態であると認識して対応すると回答したこと 

また、同日、学校教育課長補佐がＸ中学校を訪問して、次のことを報告する。 

・本事案がいじめ防止対策推進法２８条１項２号の重大事態に該当すること 
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・調査主体は学校となるので、いじめ重大事態調査委員会を整備すること 

・教育委員会への報告が不十分で教育長へその内容が伝わっていないこと 

・２分割授業が行われていないことや別室指導を続けていることについて校長

が説明したこと 

・学校だけでの対応では無理があるのだから、情報共有をしっかりすること 

・別室指導が長く続くことによる弊害もあり、学習権の保障という観点から考

えること、タブレットを使ったコミュニケーションの手段などがないかとい

うこと 

          スクールカウンセラーは、Ｂのカウンセリングでの反省の度合いを測る判断

は組織的に行うこと等を提案する。 

         午後６時１５分頃、担任がＡの父へ電話をかけ、Ａの体調について尋ねる。 

Ａの父は、Ａがお腹の調子が悪く、微熱もあるためカウンセリングをキャン

セルしたと答える。担任がＢの別室指導の延長を伝える。 

         午後６時４４分頃、担任は、Ａ宅のポストに学校の様子等を記載した配付物

を入れる。 

       60 同月２日、担任がＢに対し、いじめ事案１の話について尋ねた。 

         午後４時、校長は、教育委員会へ行き、学校教育課長補佐と今後の進め方に

ついて打合せを行った。 

         午後６時１８分頃、担任が、Ａの父と電話で話す。Ａの父は、Ａは今朝倦怠

感があり、体も重くて起きられない様子だったと話す。担任は、３月８日に予

定されているカウンセリングについてＡの父と話す。 

       61 同月３日、午前９時頃、Ｘ中学校の運営委員会で、同月４日の職員会議の後

に、いじめ重大事態調査委員会を開催すること、Ｂの別室指導解除に向けての

協議を行うことについて説明が行われる。 

         同日午後６時頃、担任が、Ａの母へ電話すると、Ａの母は、今朝Ａの体調が

悪かったことを担任に伝え、学習プリントの解答も持ってきてほしいと依頼す

る。その後、養護教諭が電話を替わり、同月８日のスクールカウンセラーとの

カウンセリングについて確認する。 

         午後７時頃、担任が、Ａ宅のポストに学習プリントの正答例と学校発の文書

を入れる。 

         午後７時３０分頃、校長が、Ａの父に電話し、同月４日にＸ中学校に来校す

ることを要請する。その後、Ａの父はＸ中学校へ電話し、校長に対し、Ｃ講師

との面談を求める。 

         同日、Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会が発足する。 
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       62 同月４日、校長及び教頭が、Ｃ講師に本件が「重大事態」に該当したことを

伝え、ＡやＡの保護者が述べる「感性がない」「おあいこ」等の指摘について尋

ねたところ、Ｃ講師は、なんでその言葉が出てきたのか分からないと回答する。 

         また、Ｃ講師は、校長らに対し、休職したいという話をする。 

         予定されていたＡの父の来校はキャンセルとなり、Ａの父と学校支援室長と

の話合いが行われる。 

         午後４時４５分頃、Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会が開催される。 

         午後７時頃、担任が、Ａ宅のポストに学校発の文書を入れる。 

       63 同月７日、Ｃ講師は、病院の診断書を提出し、休職を開始する。 

         教頭が、学校教育課長補佐へいじめ重大事態発生報告書を提出したことを伝

える。 

         教育委員会が、いじめ重大事態発生を市長に報告する。 

         午後５時３０分、いじめ・不登校問題対策委員会を開催する。 

         午後７時１５分頃、校長が、Ａの父に電話をし、「重大事態」に該当したこと

を伝える。校長が、Ａの父に対し、Ｃ講師が休んでいることを伝えると、Ａの

父は、Ｃ講師を逃がすのかと述べる。 

   64 同月８日、校長はＡの父に電話し、Ｃ講師から診断書が提出されたことを伝

える。 

     昼休み中に担任がα部の生徒から聴き取りを行う。 

     午後２時に、Ａがスクールカウンセラーのカウンセリングを受ける。 

     午後６時頃、Ａの父が、Ｘ中学校を訪問し、Ｃ講師の診断書を見せるように

求め、校長が診断書を見せる。帰宅する際、Ａの父は、担任に対し、校庭で、「感

性がおかしい」「おあいこ」というＣ講師の発言を聞いていないのかと尋ねるが、

担任は、「申し訳ないが覚えていない」と回答する。 

   65 同月９日、いじめ・不登校問題対策委員会が開催される。 

     午後５時３０分頃、Ａの父がＸ中学校を訪問し、Ｃ講師から説明するよう求

めるも、校長は、Ｃ講師の考えを学校が聞いてそれを学校として説明すると話

す。 

     校長から、Ａの学級の２分割案を説明する。 

   66 同月１０日、いじめ・不登校問題対策委員会が開催される。２分割授業を始

めること、そのためにＡの学級の保護者会（以下、「保護者会」という。）を開催

することについて協議する。 

     午後５時頃、Ａの父が、Ｘ中学校を訪問する。Ａの父は、Ａにめまい、耳鳴り

等の症状があることを説明する。 
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     担任は、Ａの父へオンライン学習の形態等を説明する。また、同月１４日に

保護者会を開催することを説明する。 

     Ａの父は、Ｘ中学校に電話し、ＡがＡの学級の仲の良い生徒と会うのを希望

しており、それを同月１４日の午前１１時から午後４時で希望していることに

ついて述べる。 

  67 同月１１日、朝、校長が、学校教育課長に２分割授業の説明をしたこと等を報

告する。 

    職員会議で、同月１５日からの２分割授業に向けて、同月１４日に保護者会

を行うこと等の報告がなされる。時間割等について教職員から意見が出される。

また、教室割や教室環境、動線等について協議が行われる。 

    午後６時５０分頃、担任がＡの父と電話で話し、担任は、Ａと同じ学級のＡと

仲の良い生徒とＡが同月１４日に会うことができると伝える。 

   68 同月１４日、校長が教育委員会に行き、保護者会に向けて、教育長及び学校

教育課長と打合せを行う。 

    Ａが登校し、相談室でＡの学級のＡと仲の良い生徒と面談する。 

    午後７時より、保護者会が開催される。 

    校長が、保護者に対し、いじめが発生し、Ａが登校できていないこと、欠席が

３０日を超え、「重大事態」に該当したこと、市長に報告したこと、Ａがカウン

セリング中であること、Ｂには別室指導をしたこと、２分割授業を行うこと等

を説明する。 

    Ａの父は、医師よりＢと接触することがだめだと診断されていると説明する。

また、Ａの父は、Ｃ講師から説明がなされていないことについて保護者に対し

て問題提起を行う。 

    Ａの学級の生徒の保護者から、「二人以外の生徒の話を深く聞いてほしかった。

言いたいけど話せなかったこともある。いじめを見ました、聞きましたと言い

たかった生徒たちには聴き取りが薄かったのではないか」「だまっていれば関係

ない、となるのがよくないと思っている。見ていた子たち、私たちは悪くないで

済ませた子たちが同じことが起こるかもしれないと自分事として考えるように。

２つに分かれるのはあなたたちにも責任があるんだと先生たちには言ってほし

い」という意見が出る。 

  69 同月１５日、Ａの学級の２分割授業が開始する。 

  70 同月１７日、Ａが登校する。同日１０時２０分頃、Ａの父は、Ｘ中学校に電話

をかけ、校長に対し、保護者会で、校長が、２分割授業を行う理由を、医師の診

断によってではなく、ＡがＢに会いたくないからだと説明したことは誤りであ 
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ることを伝える。 

    午後５時３０分、担任が、Ａの父に電話をかける。 

    午後６時１８分、担任がＡ宅のポストに学校発の文書を入れる。 

  71 同月１８日、学校教育課長補佐は、Ｘ中学校に電話をかけ、教頭が電話に出

る。学校教育課長補佐は、同月１４日に嘉麻市いじめ問題対策推進協議会が開

催され、そこでＡの事案が報告されたと説明する。 

    Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会が開催される。 

  72 同月２２日、校長、教頭で教育委員会へ行き、教育長、学校教育課長、学校支

援室長と協議し、経過を報告する。 

    Ａが相談室へ登校し、英語の勉強をする。 

   73 同月２３日、Ａが相談室へ登校し、Ａの学級の生徒３人と面談する。 

   74 同月２４日、Ａが登校し、相談室でカウンセリングを行う。その後、Ａの学級

の教室に入り、他の生徒と学級会に参加する。 

 

第３章 当委員会の判断 

  第１節 諮問事項１及び諮問事項２ 

   １ 四者話合いにおけるＣ講師の言動 

  （１）四者話合い内でのＣ講師の具体的な発言 

諮問事項１及び諮問事項２において答申を求められているＣ講師の発言に

ついて、以下において、検証する。Ａ及びＡの保護者は、かかる発言は、令和

３年１２月２１日、四者話合いの中で行われたと主張している。 

  （２）α部を二人とも辞めてもらうことになるとの発言 

ア Ｃ講師は、四者話合いの最後に、Ａ及びＢに対し、部活内で先輩たちや友達

が気を遣うような行動を止めないで、今後ずっとそういうことを部活の中で

も出していくのであれば「二人には部活を辞めてもらわなきゃいけなくなっ

てしまうよ」と述べたことを認めている。 

担任も、Ｃ講師がα部の部活動での今後の二人の関係性次第で二人とも部

活を辞めてもらうという指導があったことを認めている。 

イ したがって、Ｃ講師が、四者話合いの中で、今後Ａ及びＢが所属する部活動

の部員に気を遣わせるようなことをした場合には、二人とも部活を辞めても

らうと発言した事実は認定できる。 

（３）「感性がおかしい」との発言 

    ア Ａ及びＡの父は、Ｃ講師がＡに対し、四者話合いの中で「感性がおかしい」

と述べたと主張しているため、かかるＣ講師の発言について検証する。 
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       イ 四者話合いの中では、Ｂが、最初に、小学校時代にＡから受けたボディータ

ッチについての話をしている。その話の中で、ＢがＡに対し、ボディータッチ

を「止めて」と言ったのに、Ａがすぐに止めなかったと述べたのに対して、Ａ

は、すぐに止めなかった理由として、「照れてるのかと思いました」と述べた

ことが認められ、Ａは、このことに対して、Ｃ講師が「感性がおかしい」と述

べたと主張している。 

    ウ この点について、四者話合いに同席していた関係者から聴き取り調査を行

ったが、聴き取り調査では、Ｃ講師がＡに対し、「感性がおかしい」という発

言そのものをしたかどうかは確認することはできなかった。 

      しかし、発言をされた側であるＡが、Ｃ講師が「感性がおかしい」と述べた

と主張している。また、Ｃ講師、担任及びＢも、Ｂが、Ａに対し、ボディータ

ッチを何回も止めてと言っても止めてくれなかったという発言をし、Ａがボ

ディータッチを止めなかった理由について「照れてるのかと思いました」と

発言したことを記憶している。さらに、Ｃ講師は、それに対し「「本当に嫌な

ん？冗談なん？」と聞いてみることもよかったよね」と発言したことについ

ては、認めている。それに加え、その後に、Ｂに対し、「ほかにない？」と確

認し、Ｂに、Ａに対して嫌だと思っていることを話させ、最終的にはＣ講師

は、ＡとＢに互いに謝罪を促している。このような話の流れからすると、Ｃ講

師は、ＡがＢへのボディータッチを止めなかったことについて、Ｂへ謝罪す

べき行為であると考えていたものといえる。 

エ このため、「感性がおかしい」という言葉そのものを述べたかどうかは確認

できなかったが、Ｂがボディータッチを嫌がっていることにＡが気づかなか

ったことについて、Ａの「感じ方が違う」「感覚が違う」等という意味合いの

言葉を発した蓋然性はある。 

（４）「おあいこ」との発言 

   ア Ａ及びＡの父は、Ｃ講師が四者話合いの中で、ＡとＢが「おあいこ」という

言葉を発したと主張している。 

     この点についても、四者話合いに同席した関係者から聴き取り調査を行っ

たが、「おあいこ」という言葉そのものを発したかどうかは調査により確認で

きなかった。 

   イ しかし、Ｃ講師自身、四者話合いにおいて、まずＢからＡに対して言いたい

ことを言わせて、次にＡからＢに対して言いたいことを言わせ、最終的には

Ａ及びＢが謝罪したことを認めており、担任もＣ講師が「お互い何か言い残

したことはないですか」と最後に質問をしたことを認めている。 
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     また、上述したとおり、今後部活動で先輩や友達に気を遣わせるようなこ

とがあれば、二人には部活動を辞めてもらうという発言をしており、ＡとＢ

の被害加害の別をみることなく同等に扱っていたことは認められる。 

   ウ このため、Ｃ講師が「おあいこ」という言葉そのものを発言したかどうかに

ついては確認できないが、「おあいこ」と同義の「お互いさま」という認識を

抱いていたことは認定でき、「お互いさま」等との発言をした蓋然性は高い。 

  ２ 四者話合いの不適切性 

（１）四者話合いの不適切な目的設定（喧嘩両成敗的） 

この四者話合いが行われた経緯は、Ｃ講師が、同月初旬頃、Ａの母から「Ａ

がＢより嫌なことを言われている」という相談を受け、Ａ及びＢが二人で話す

機会を設けることをＡの母に提案したところ、Ａの母が同意し、Ｂの母も同意

したことによる。 

これを受けて、Ｃ講師は、担任と相談して、四者話合いをＡとＢがお互いの

思いを言い合い、「ＡとＢの関係に一区切りつけて今後のトラブルを防止する

こと」を目的として行うことを決めた。 

その後、四者話合いが行われたが、四者話合いの中では、Ｃ講師は、冒頭に 

「文句を言い合う場じゃないから」と述べ、ＢとＡに互いに相手に対して思っ

ていることを話させた上、最終的に、ＡとＢ二人ともに互いに謝罪させ、今後

α部の周りのＡらの先輩たちや友達が気を遣うような行動をしていくのであ

れば、二人には部活を辞めてもらわないといけなくなるという趣旨の言葉を

述べて四者話合いを終了している。 

このような、四者話合いの内容からは、Ｃ講師がＡとＢの被害加害の別をみ

ることなく同等に扱っていることがうかがわれ、Ｃ講師は、四者話合いを実施

した際にも、「ＡとＢとの関係に一区切りつけさせて今後のトラブルを防止す

る」という目的を持っていたと考えられる。 

しかし、令和３年１２月１７日、２学期末の三者懇談会が行われ、その中で、

Ａの母は、担任に対し、ＡがＢから連絡帳を汚いモノのように扱われたことに

ついて相談した。また、Ａの母は、同じ三者懇談会の中で、Ａが美術の時間に

先生の指示を理解できず他の生徒にその意味を尋ねたことに対し、Ｂが「なん

で今のも分からなかったのか」と他の生徒に対しＡに聞こえるように話して

いたということについても担任に相談した。Ａの母は、かかる三者懇談会の際、

これらのＢの行為がいじめであると担任に対し訴えた。Ｃ講師も、三者懇談会

でのＡの母の話を担任から聞き、Ｂの行為がいじめの疑いがあると認識した。 

このように、Ｃ講師は、四者話合いの時点で、Ａがいじめられている疑いを 
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抱いていたのであるから、ＡとＢの被害加害の別をみることなく同等に扱う

ことは、Ａに無力感を感じさせるとともに、いじめを行っているＢに自らの行

為を正当化させて、いじめを継続させるおそれがあると認識すべきであった

のであり、「ＡとＢとの関係に一区切りつけさせて今後のトラブルを防止する」

という喧嘩両成敗的な目的で四者話合いに臨んだことは、不適切であった。 

（２）四者話合いでの手続を無視した心理的圧迫を加える“指導”（退部関連） 

当委員会の調査により、Ｃ講師が四者話合いの中で、「今後ずっとそういう

ことを部活の中でも出していくのであれば二人には部活を辞めてもらわなき

ゃいけなくなってしまうよ」と発言したことは確認できた。 

Ｘ中学校においては、部活動を辞めさせる場合、部活動の顧問個人には権限

がなく、辞めさせるべきかどうかという事態になれば、顧問者会議を開催し、

最終的には校長が判断することとされている。 

このため、Ｃ講師は、自ら権限のないことを述べてＡ及びＢを指導した。 

また、Ｃ講師は、かかる発言は四者話合いの事前に熟慮して発した言葉では

なく、四者話合いの流れの中で発した言葉であるとのことである。 

Ａ及びＢは中学１年生であって、いまだ未成熟であり、教職員の権限につい

ての知識は乏しく、Ｃ講師が当時、部活動の顧問であったことから、Ｃ講師に、

部活動を辞めさせる権限がないという発想に至ることはできなかったはずで

ある。それを裏付ける事実として、Ａ及びＢは、四者話合い後、互いに接触す

ることを避けて、Ｃ講師の指導に従っている。 

α部の部活動を続けようと努力してきたＡにとっては、部活動を辞めさせ

られる危険が生じているという状況は、心理的負担が重大であったものと推

測される。 

Ｂによるいじめによりすでに心理的負担を負っているＡにとって、Ｃ講師

の発言は、心理的負担を加重するものであった。 

したがって、Ｃ講師は、Ａにとって悪影響の大きい発言であることを認識し、

いじめを受けていると疑われるＡに対して、そのような言葉を発すべきでは

なかったと評価できる。 

（３）四者話合いでＡに謝罪させたこと 

Ｃ講師がＡ及びＢに対して、お互いに謝罪することを促したことについて

も、当委員会の調査により確認された。 

Ｃ講師がＡに、Ｂに対する謝罪を促したことは、被害者であるＡに、いじめ

加害者の前で自身が糾弾されていると感じさせるものであって、Ｃ講師や担

任に対する不信感を抱かせるものであるとともに、Ａに無力感を感じさせ、重 
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大な心理的負担を与えるものであった。 

したがって、Ｃ講師が、ＡにＢに対する謝罪を促したことは、不適切であっ

た。 

（４）四者話合いの不適切性についての評価 

以上のようなＣ講師の対応は、Ａが被害を訴えたにもかかわらず、ＡとＢ 

の被害加害の別をみることなく同等に扱っているとＡが感じるものであり、

いじめの被害者であるＡの心情に寄り添わない対応であるとともに、ＢにＡ

にも責任があると思わせるものであってＢへのいじめの指導として効果が不

十分であり、いじめへの対処方法として極めて不適切なものであった。 

  ３ Ｃ講師の四者話合い以前の認識と行動 

  （１）いじめの対応等についてのマニュアルの確認不足 

Ｃ講師は、Ｘ中学校の令和３年度の学校いじめ防止基本方針（以下、「令和

３年度の学校いじめ防止基本方針」という。）を確認した記憶がないというこ

とであり、手引についても、存在は知っていたものの、内容については、詳し

く見ていなかったということである。 

しかし、手引は、「福岡県いじめ防止基本方針（最終改定平成３０年）」「福

岡県いじめ問題総合対策【改訂版】（最終改訂平成３０年）」等の趣旨を踏まえ、

作成されたものである。 

また、手引には、いじめに関する基礎理論である「いじめ問題に対する基本

的な考え方」、「いじめの早期発見の取組」、「いじめの早期対応の取組」、「早期

発見・早期対応のための校内体制」、「いじめの未然防止の取組」「いじめの重

大事態への対処」の６項目が記載されており、福岡県教育委員会より活用する

ことが求められ、嘉麻市教育委員会も手引を活用することを各学校へ指示し

ている。 

このため、Ｃ講師が手引を確認していれば、Ａの心情に寄り添った対応を取

ることができた可能性が高く、Ｃ講師は手引を確認しておくことが望ましか

った。 

手引については、Ｘ中学校の校長が教職員へ配付していなかったため、教職

員が教育委員会の指示をどこまで把握していたのか確認できなかったが、教

育委員会が活用を求める文書であったため、存在を知っていたのであれば、内

容を確認しておくことが望ましかった。 

もっとも、令和３年度の学校いじめ防止基本方針については、年度初めに教

職員にポイントを説明しながら教職員に情報共有していたということである

ため、令和３年度の学校いじめ防止基本方針については、Ｃ講師も内容を把握 
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しておくことができたはずであるが、これを怠っていたといえる。 

  （２）担任との情報伝達の不足 

担任は、令和３年１２月１７日の三者懇談会でＡの母からいじめの訴えを

受けて、そのことを教頭に報告した。これを受けて教頭は、生徒Ｅ、Ａ及びＢ

から聴き取りを行うことを指示した。その上で、担任から同月２０日、Ａ及び

Ｂに対する個別の聴き取りが行われた。担任は、同日の聴き取りの際に、Ｂに

対し、美術の時間に、Ｂが「なんで今のもわからなかったのか」とＡに聞こえ

るように生徒Ｅに対して話したこと及びＢがＡの連絡帳のファイルを汚いモ

ノのように指でつまんで扱ったことについて尋ねた。これに対し、Ｂは、美術

の時間に、Ｂが「なんで今のもわからなかったのか」とＡに聞こえるように生

徒Ｅに対して話したことについては覚えていないと答え、ＢがＡの連絡帳の

ファイルを汚いモノのように指でつまんで扱ったことについては認めた。 

しかし、Ｃ講師は、美術の時間の出来事については担任からＢに対して確認

したが、連絡帳を汚いモノのように指でつまんで扱ったことについては、四者

話合いの際に初めてＢに確認したという認識であり、担任とＣ講師との間で、

情報伝達が適切になされていなかった。 

このように、情報伝達が適切になされなかったことは、担任にも問題がある

と考えられるが、Ｃ講師は、同月２０日の時点では、いじめの疑いがある事案

であると把握していたのであるから、担任に対し、聴き取りの内容の詳細を尋

ねる等して、担任がＢから聴き取った情報を正確に把握するよう努める必要

があった。 

Ｃ講師は、Ｂへの聴き取りの内容を適切に把握した上で、Ａ及びＢ立会いの

場でＢを指導するのではなく、Ｂに対し個別に指導すべきであった。 

（３）生徒指導委員会への報告がなされなかったこと 

Ｃ講師は、令和３年１２月１７日の三者懇談会でＡ及びＡの母より、Ｂから 

連絡帳を汚いモノ扱いされたという相談を担任が受け、それを聞いていじめ

ではないかとの疑いを抱いたということである。 

いじめ防止対策推進法２２条には、いじめの防止等の対策を行うための組

織を設置することが定められており、Ｘ中学校では、同条の「いじめの防止等

の対策を行うための組織」をいじめ・不登校問題対策委員会という名称の組織

とし、生徒指導委員会と兼務させていたが、担任及びＣ講師は、同校のいじめ

防止基本方針に反し、生徒指導委員会に報告しないまま四者話合いを実行し

た。 

手引２頁には、「いじめではないかと疑われる事案に接したときは、教職員 
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が一人で抱え込まず、組織で対応することが重要です。学校に設置されている

「校内いじめ対策委員会」に必ず報告してください。いじめか否かは、「組織」

で判断します」と提言されている。 

このため、いじめを疑ったＣ講師としては、生徒指導委員会に報告すべきで

あったが、報告していなかった。 

もっとも、令和３年度の２学期末は、日程の関係から三者懇談会の後、生徒

指導委員会が開催されなかったということである。 

しかし、三者懇談会が開催されたのは、令和３年１２月１７日であり、終業

式は同月２４日であったのであるから、同日までの間に臨時の生徒指導委員

会の開催を求めることはできたはずである。 

しかしながら、Ｃ講師は、生徒指導委員会に判断を委ねていない。 

なお、Ｃ講師は、学年会や管理職への報告の際に、四者話合いの中で、Ｂが

連絡帳を汚いモノのように指でつまんで扱ったことについても確認するとい

うことを報告し、管理職や学年会からは異存はなかったということであるが、

学年会には、令和３年度の学校いじめ防止基本方針に定められたいじめ・不登

校問題対策委員会の構成員である養護教諭、生徒指導主事及びスクールカウ

ンセラー等が含まれておらず、手引が求める「校内いじめ対策委員会」に報告

したことと同じとは評価できない。加えて、Ｃ講師は学年会に報告しているよ

うであるが、学年会の構成員である１年生の学年主任は、ＢからＡに対するい

じめがあると疑ったのは令和４年１月であったということであり、Ｃ講師か

らの学年会への報告についても、ＢからＡへのいじめの疑いがある事案であ

ると教職員間で情報共有する意思を持ってなされたとは考え難いところであ

る。 

Ｘ中学校の令和３年度の学校いじめ防止基本方針には、「いじめの報告体制」

が図を用いて記載されていたため、Ｃ講師が令和３年度の学校いじめ防止基

本方針や手引を確認していれば、令和３年度の学校いじめ防止基本方針や手

引が求める組織的な対応を取ることができたと考えられるが、Ｃ講師は、これ

らを確認していなかったということである。 

以上のように、Ｃ講師が生徒指導委員会の判断を仰いでいないにもかかわ

らず、四者話合いに臨んだことについては、令和３年度の学校いじめ防止基本

方針や手引が求める組織的な対応の手順に則っていなかった問題点がある。 

４ 「お互いさま」という認識から脱却できなかったこと 

Ｃ講師は、四者話合いの際、ＡＢが「お互いさま」であるという意識に固執し

て、そこから脱却することができなかったものと考えられる。Ｃ講師がＡとＢを 
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お互いさまであるという認識を抱いていたことは、Ｃ講師が当委員会からの四

者話合いに関しての聴き取り調査においても、「お互い」という言葉を２０数回

繰り返して用いていたことから確認できる。 

しかし、手引１５頁には、「事案に対応する中では、迷うことはたくさんあり

ます。「これでいじめを受けている子供を守ることができるか」とシンプルに考

えてください。そして疑問が心をよぎったときはいじめが重大な結果に至るこ

とのないよう「この対応でいいんですか？」とためらわず発言してください」と

記載されている。 

手引が指摘しているとおり、Ｃ講師は、いじめ事案３の話を聞いて、いじめで

あるとの疑いを抱いた時点で、自らのＡとＢが「お互いさま」であるという視点

について疑問を抱くべきであったのであり、「お互いさま」という視点に固執し

てしまい、生徒指導委員会等の組織の視点を取り入れることがなかったことは

問題である。 

５ 四者話合いと不登校との関連性 

（１）四者話合い後のＡの欠席 

四者話合いの後、Ａは、令和３年１２月２４日までは、出席したものの、そ

の翌日の部活動から欠席し始め、３学期になってから学校自体も欠席し始め、

学校の欠席日数が３０日を超えたため、いじめ防止対策推進法上の重大事態

に至っている。 

たしかに、Ａは、令和３年度の１学期、欠席が多かったが、２学期は出席日

数が増えており、令和３年１２月は一度も欠席していない。 

このように、１２月２１日の数日後に欠席が開始し、継続していることは、

四者話合いと不登校との関連性を疑わざるを得ない事実の一つである。 

  （２）四者話合いの態様 

四者話合いは、いじめの加害者であるＢを同席させて行われたが、被害者と

加害者を集めた「話し合い」を行えば、次の日から不登校になったといういじ

め被害者の相談が後を絶たないということ、その「話し合い」の結果、不登校

となる割合は、感覚として約９０％であるということが指摘されている。その

「話し合い」により不登校となる理由は、いじめられる側の糾弾大会になるか

らであるという指摘もある（井澤２０１２）。 

また、上述したように、四者話合いは、いじめを訴えているＡに対し、Ｃ講

師が「ＡとＢの関係に一区切りつけて今後のトラブルを防止する」という目的

を持って行われており、Ａに精神的な負担を与える危険性を孕む目的で行わ

れた。 
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さらに、Ｃ講師は、四者話合いの中でＡに謝罪を促しており、Ａにいじめ加

害者の前で糾弾されていると感じさせるものであって、Ａに強い心理的負担

を与えるものであった。 

それに加え、Ｃ講師は、四者話合いの最後に、今後部活動の先輩や友達に気

を遣わせるようなことをしていくのであれば、二人には部活動を辞めてもら

うという心理的圧迫を伴う発言をしており、Ｂからのいじめを受けているＡ

にとって心理的負担を加重する態様のものであった。 

   （３）四者話合い後のＡの反応 

Ｃ講師や担任によると、四者話合いの際、ＡがＣ講師の指導に納得してい 

たと思っていたということである。 

しかし、Ｂによると、Ａは四者話合いの際、Ｃ講師の指導にあまり納得して

いない様子であったということである。 

Ｃ講師や担任は、四者話合いの当日に、ＡとＡの父が来校し、四者話合いの

内容をＡの父に報告し、Ａの父も納得して帰宅したと思っていたということ

である。 

しかし、手引によると、いじめが解消している状態といえるには、「被害生

徒が心身の苦痛を感じていないこと」という要件を満たす必要があり、このこ

とは、令和３年度の学校いじめ防止基本方針にも記載されている。 

また、手引２頁には、「単に謝罪をもって安易に解消とすることはできませ

ん。いじめが解消されている状態とは、少なくとも２つの要件が満たされてい

る必要があります。それは、いじめに係る行為が少なくとも３か月以上止んで

いること、被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないことです」と記載されて

いる。 

このように、いじめは単に謝罪によって解消するものではないため、Ａの父

が納得していたとしても、Ａが心身の苦痛を感じていなかったとはいえない。 

      むしろ、Ａは、四者話合い当日の父との来校時、「もう帰ろう」等と述べて

いたということであり、このような発言からは、適切な対応をしてくれない

無力感を感じていたとも考えられる。 

Ａ自身も、当委員会からの聴き取り調査において、「大きな原因は、そうい

ういじめだったんですけど、その話合い、１２月にあった話合いがさらにあっ

て、学校に行きにくくなったので、もうちょっと話を聞いてくれたり、いじめ

の加害者側はもう、何だろう、こう、解決って感じで、完全に先生たち側はも

う許してたというか、「もう大丈夫でしょ」みたいな、「この件はもう大丈夫だ

よね」って感じになってたので、もうちょっと真剣に考えて、話をちゃんと聞 
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いてほしかったな、みたいなとこはあります」と述べている。このように、Ｂ

によるいじめがあったことに加え、四者話合いで、解決したと扱われたことで、

さらに学校に行きにくくなったと、Ａ自身が述べており、四者話合いにより、

無力感や教員に対する不信感を感じていたと考えられる。 

  （４）不登校との関連性についての検証 

以上のように、Ａが四者話合いのわずか４日後から欠席が開始していること

や、四者話合いは、いじめの加害者同席であり、かつ、ＡとＢを被害加害の別を

みることなく同等に扱うという、一般的にいじめ被害者に重大な精神的苦痛を

与える態様で行われており、Ａ自身が四者話合いがあってさらに学校に登校し

づらくなったと述べていること等から、Ａは四者話合いにより、無力感と教職員

に対し不信感を抱くに至ったと認められ、四者話合いと不登校とは関連性が認

められる。 

  第２節 諮問事項３ 

  １ 「いじめ疑い」と「いじめ認知」が区別されていないことから生じた初期対

応の失敗 

 （１）いじめ疑いの手続周知不備 

   ア 県教育委員会が発出した手引を共有しなかったこと 

Ｘ中学校においては、令和３年４月５日、福岡県教育委員会教育長職務代

理者が手引を引用した資料を参考に生徒指導にあたることを依頼した通知

が、嘉麻市教育委員会教育長よりメールにて送信されており、嘉麻市教育委

員会も手引を引用した資料を参考とするよう、嘉麻市内の各学校長に指示し

ている。 

さらに、愛知県で男子生徒が同級生に刺されて死亡するという事件が起き

たことを受けて、福岡県教育委員会教育長より、嘉麻市教育委員会教育長

へ、手引を活用した校内研修を実施するよう依頼する通知が届き、同年１１

月２９日、嘉麻市教育委員会教育長より嘉麻市内の各学校長へ、福岡県教育

委員会教育長からの通知がメールで送信され、嘉麻市教育委員会も手引を活

用していじめに関する校内研修を行うよう指示している。 

かかる手引については、各学校において、福岡県教育委員会の義務教育課

の各種資料のページからダウンロードするよう指示されていたということで

ある。 

かかる手引には、第１章の「いじめ問題に対する基本的な考え方」の中

で、「４ いじめ問題への対応の手順」がフローチャート等の図を用いるな

どして記載されている。また、第３章の「いじめの早期発見の取組」におい 

 



37 

 

ては、いじめの認知について記載されている等、いじめの対応についての重

要な記載がされている。 

校長は、手引をダウンロードしたものの、校内で印刷して配付するなどし

ておらず、校内での情報共有はなされていないということである。 

当委員会の調査の結果、全職員に手引を用いての研修が行われた事実が認

められなかった。 

実際、令和３年当時の生徒指導主事は、手引について「分かりません。手

元から出せと言われたら、出るかどうか分かりませんけど」と回答してい

る。 

これらの事実から、手引は、Ｘ中学校の教職員の間では周知がなされてい

なかったと認められる。 

このように、校長が手引の重要性に気づくことができずに、配付を怠った

ことについては問題であると言わざるを得ない。 

   イ いじめ疑いの時点で組織対応する流れを周知・確認しなかった 

     いじめ防止対策推進法２３条１項は、「いじめの事実があると思われると

き」は、学校の教職員等は、適切な措置をとるものとされており、いじめの

防止等のための基本的な方針の第１の７（２）においても、「ささいな兆候

であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わ

りを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知

することが必要である」と記されている。また、手引２頁には、「いじめで

はないかと疑われる事案に接したときは、教職員が一人で抱え込まず、組織

で対応することが重要です。学校に設置されている「校内いじめ対策委員

会」に必ず報告してください。いじめか否かは、「組織」で判断します」と

の記述がある。 

     しかし、令和３年当時、Ｘ中学校においては、いじめではないかと疑われ

る事案に接した際の教職員個々人の取るべき対応が校内の学校いじめ防止基

本方針において定められていなかった。 

     担任は、令和３年７月１９日のＡの母からの電話で、Ａの母からＡが部活

動内できつく言われているということを聞いた時点で、Ａに対するいじめの

疑いを抱いていた。 

     また、その他の教諭の中にも、令和３年１０月頃には、ＢからＡに対する

いじめの疑いを抱いていた者がいた。 

     複数の教職員が、いじめであるとの疑いを抱きながら、適切な対応が取ら

れなかったのは、いじめではないかと疑われる事案に接した場合の対応がＸ 
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中学校内において定められていなかったためであると考えられる。 

     したがって、校長が、校内の学校いじめ防止基本方針において、いじめで

はないかと疑われる事案に接したときの具体的な対応を定めていなかったこ

とは問題であるといえる。 

（２）アンケート等の調査の結果を基にした支援の体制の不備 

令和３年６月１１日には、Ｘ中学校１年生においてＱ－Ｕテストが実施さ

れ、Ａも当該Ｑ－Ｕテストを受けている。同月２９日には、Ｑ－Ｕテストの

結果がＸ中学校に到着しており、Ａについては、「学級生活不満足群」の中

の「要支援」に該当するとの結果が表れている。Ｑ－Ｕテストの「学級生活

不満足群」とは、同テストの結果をまとめた「①Ｑ－Ｕ結果のまとめ」と題

する書面によると、「耐えられないいじめや悪ふざけを受けているか、非常

に不安傾向が強い児童・生徒」であり、「要支援」群の生徒は「その傾向が

さらに強い」という生徒であるということである。 

Ｑ－Ｕテストの「①Ｑ－Ｕ結果のまとめ」と題する書面のＡについての

「留意するポイント」欄には、「要支援」との記載があり、「留意するポイン

ト」欄の注意書には、「この欄には、要支援群に属する生徒に加え、回答か

ら見て早急に確認や対応が必要と考えられる生徒について表記していま

す。」と記載されており、「要支援」の生徒は、当然に早急な確認や対応が必

要と考えられていることが、この注意書から分かる。 

Ａの学級では、要支援群は二人しかおらず、Ａは二人のうちの一人であっ

た。 

また、Ｑ－Ｕテストの２頁目の「学校生活意欲プロフィール」において

は、Ａは、「友人」と「教師」の項目が特に低いという結果が表れている。 

Ｑ－Ｕテストの結果は、生徒指導委員会で共有されたとのことであり、校長

も確認している。 

また、Ａについては、６月の生活アンケートにおいても、友達との関係の

ことについて悩みや不安がある旨回答しており、カウンセラーの先生との相

談を希望する旨回答していた。 

このように、Ａについては、Ｑ－Ｕテストや生活アンケートで友人関係に

ついて悩みを抱えていることが明らかとなっていたが、教職員による適切な

対応が取られず、加害生徒によるいじめが継続していた。 

このような事態が発生した原因は、要支援結果が出た生徒に対する危機意

識が欠けているとともに、生徒に対する重要な情報を集約し、相互に関連づ

けて把握するなどの調査結果を基にした個別支援の仕組みを整備する体制が 
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欠けていたからである。 

以上より、Ａに対する事案が発生した当時、Ｘ中学校内においては、いじ

めと疑われる事案を発見した場合の対応を定めた指針や生徒に対する情報を

集約して把握するなどの個別支援の仕組みを整備する体制が欠けていたが、

それは、学校の責任者である校長がその体制を整備していなかったからであ

り、校長の問題点であるといえる。 

２ 四者話合いの問題点に気づかなかったこと 

手引５２頁によると、「いじめられていると相談に来た児童生徒…から話を

聴く場合は、他の児童生徒の目に触れないよう、「場所」、「時間」等に慎重な

配慮を行います」等と記載され、いじめられていると疑われる生徒について

は、他の生徒から離れた場所で話を聴くよう提言されている。 

Ｘ中学校においては、令和３年１２月１７日に、三者懇談会で、担任は、Ａ

の母から、ＢがＡの連絡帳のファイルを汚いモノのように指でつまんで扱った

こと及び美術の時間にＡが近くにいた生徒に先生の指示について尋ねたところ

Ｂが「なんで今のもわからなかったのか」などとＡに聞こえるように他の生徒

に言ったことについて相談を受けた。Ａの母は、三者懇談の際、これはいじめ

ではないかと訴えたということである。 

Ａの母の相談は、Ａが一方的にＢよりいじめを受けているという内容であ

る。 

それにもかかわらず、同月２１日、担任、Ｃ講師、Ａ及びＢの四者同席での

話合いを行っている。校長は、かかる四者話合いの前に、三者懇談会でＡの母

から相談があったということを知っていたということである。 

しかし、校長は、四者話合いを行うことについての報告を受けながら、担任

及びＣ講師に、四者話合いを実施させた。 

また、四者話合いの後、校長は、担任若しくはＣ講師より報告を受けたとい

うことであるが、四者話合いの問題点を認識せず、校長自身が四者話合いの直

後に、Ａに対する経過観察を十分にしなかった上、経過観察に基づく支援も行

われなかったということである。 

以上のように、校長が、四者話合いの問題点に気づかなかったことは問題で

ある。   

３ 自校のいじめ防止基本方針の手続を順守しない行動 

（１）いじめ・不登校問題対策委員会を独立させなかったこと 

Ｘ中学校においては、令和３年度の学校いじめ防止基本方針が策定されて

いた。かかる令和３年度の学校いじめ防止基本方針は、いじめ防止対策推進 
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法１３条に基づき学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的

な方針を定めるために策定されたものである。 

いじめ防止対策推進法２２条には、学校は、学校におけるいじめの防止等

の対策のための組織を置くものとされており、同法１１条１項に基づき文部

科学大臣により策定された「いじめの防止等のための基本的な方針」２６頁

によると、同法２２条は、学校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及

びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、組織的な対応を行う

ため中核となる常設の組織を置くことを明示的に規定したものである。 

令和３年度の学校いじめ防止基本方針によると、Ｘ中学校では、同法２２

条に基づき設置を求められているいじめの防止等の対策のための組織は、

「いじめ・不登校問題対策委員会」という名称であったが、生徒指導委員会

が兼務していた。 

Ｘ中学校では、令和４年１月１５日に、Ａについてのいじめを認知した

が、いじめ認知後も、Ａへのいじめについての対応を行う組織を生徒指導委

員会とし、同年３月３日まで生徒指導委員会から独立させなかった。 

生徒指導委員会は、全校生徒の問題を扱う組織ではあるが、学力に関する

ことや生徒の生活のこと等いじめに限らず生徒の様々な問題について扱い、

指導する方針を立てる組織である。 

また、令和３年度の学校いじめ防止基本方針によると、いじめ・不登校問

題対策委員会は、事案の当該担任が組織の構成員とされているが、生徒指導

委員会では、必ずしも当該担任が出席していないようであり、スクールカウ

ンセラーも出席できない日に開催されることがあったようである。 

このため、そのような性質の生徒指導委員会との兼務では、いじめ防止対

策推進法が求めるいじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実

効的に行うことが困難であると考えられる。 

実際、Ｂが、α部の競技が行われるクラスマッチで、ＡとＢが所属するク

ラスを２チームに分け、一方のチームに当該競技の経験者を多く入れてい

き、Ａはもう一方のチームに入れようという話を、Ａに聞こえる場所で話し

たという事案については、令和３年７月２日の生徒指導委員会で取り扱われ

ていたが、令和４年３月３日に設置されたＸ中学校いじめ重大事態調査委員

会で認知されるまで、いじめの認知がなされず、いじめの早期救済には至ら

なかった。 

仮に、Ｂが、α部の競技が行われるクラスマッチで、ＡとＢが所属するク

ラスを２チームに分け、一方のチームに当該競技の経験者を多く入れてい 
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き、Ａはもう一方のチームに入れようという話を、Ａに聞こえる場所で話し

たという事案を認識した時点では、いじめ防止対策等に特化した組織を設置

しなかったとしても、Ａに対するいじめ事案を最初に認知した令和４年１月

１５日の時点においては、既にＡの欠席が継続している深刻な事態となって

いたため、Ａに対するいじめ事案について、他の多種多様な問題を取り扱う

生徒指導委員会において対応を担わせていたのでは、同法２２条が求めるい

じめへの対処等に関する措置を実効的に行うことができないことは認識し得

たはずである。 

実際に、令和４年２月２５日開催の生徒指導委員会では、議事録による

と、参加者に担任が入っておらず、最も関係のある教職員を除いた会議とな

っているが、同年３月７日のいじめ・不登校問題対策委員会になってから

は、担任も加わった上で、スクールカウンセラーや人権・同和教育担当者も

加わっている。また、Ａの事案についての議論のみがなされており、内容も

充実している。 

このため、校長においては、遅くとも同年１月１５日には、生徒指導委員

会から独立させた組織においてＡの事案についての対応を行うべきであっ

た。 

（２）いじめ認知の指導をしなかったこと 

Ｂが、α部の競技が行われるクラスマッチで、ＡとＢが所属するクラスを

２チームに分け、一方のチームに当該競技の経験者を多く入れていき、Ａは

もう一方のチームに入れようという話を、Ａに聞こえる場所で話した事案に

ついては、Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会によりいじめ事案であると認

知されている。 

このため、この事案については、仮に、Ａ本人がいじめでないと認識して

いたとしても、後日にいじめとして認知されているのであるから、手引等を

確認していた校長としては、積極的にいじめとして認知するよう生徒指導委

員会で指導すべきであった。 

４ 被害者状況を悪化させた組織防衛行動 

（１）担当教員を後景化させたこと 

令和４年１月１１日より、Ａの父がＸ中学校を訪問し、Ｃ講師がＡとＢに

向けてした「二人とも退部してもらう」という指導に納得がいっていないこ

と等について話すようになった。 

また、同月１２日には、Ａの父がＸ中学校に来校し、図書館で担任とＣ講

師が対応した。 
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これらのことを受け、同月１５日、教頭がＡの保護者からの電話を取り、

学校にＣ講師がいるのであれば、Ａの保護者が来校すると言っているという

ことで、教頭はＣ講師を帰宅させた。同日の夕方、教頭はＣ講師に同月１７

日から年休を取るよう電話で伝えた。Ｃ講師は年休を取ることについて希望

しておらず、なぜ休まなければならないのかと教頭に確認したが、Ａの保護

者の対応等で必要なのであればということで、とりあえず、同日は年休を取

得することとした。 

しかし、同日の夜に、教頭は再びＣ講師に電話で話をし、同月１８日以降

も休むかどうかを確認してきた。Ｃ講師は、１８日から出勤する予定であっ

たが、教頭から病休ではなかったら退職になる等と言われ、今後の対応を考

えるにあたり休んだ方が良いのであればと考え、指示どおり１週間年休を取

得することとなった。 

教頭は、Ｃ講師への年休指示について、校長と話し合って指示したという

ことである。 

しかし、手引５２頁には、「保護者には、事実関係と今後の対応を正確に

伝えます。…保護者に不安感や不信感を抱かせることがないように十分配慮

し、問題の解決に向けて理解と協力を得るようにします」と記載されてい

る。 

Ｃ講師は、Ａの学級の副担任でありα部の部活動の顧問であるため、Ａに

対するいじめ事案に最も関わっていた。 

このため、このような立場にあるＣ講師に年休を取得させて本件事案の調

査に関与させないことは、Ａの保護者に、Ｘ中学校がＡのいじめ事案に真摯

に対応していないとの不信感を抱かせるものであり、手引の趣旨に反する行

動であった。 

校長がＣ講師に年休を指示したことは、Ａの事案への初期対応として、Ａ

やＡの保護者の心情を害させ、本件事案を悪化させる要因の一つとなったと

いえ、問題がある。 

（２）月例報告の差し替え 

Ｘ中学校では、嘉麻市教育委員会に対して毎月月例報告を上げているが、

令和４年１月に、同月に認知されたＢがＡの連絡帳のファイルを汚いモノの

ように指でつまんで扱った事案を、令和３年１２月の月例報告に記載して、

令和３年１２月の月例報告をＢがＡの連絡帳のファイルを汚いモノのように

指でつまんで扱った事案を加えたものに差し替えるなど、令和３年１２月に

いじめ認知できなかった自校の不手際を隠すような行動が認められた。 
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このように、Ｘ中学校において、真実の記録を残そうという態度が欠如し

ていたことが裏付けられる。 

このような行動は、Ａに対する事案の解明を困難にさせる行動であること

に加え、今後の同種事案に対する対応についても困難にさせる行動であっ

て、再発防止の観点からも、問題のある行為である。 

５ 諮問事項３の小括 

    以上のように、校長が、いじめ疑いの事案についての手続の周知が不十分で

あったこと、アンケートやＱ－Ｕテストの結果の取扱いについての体制を整備

していなかったこと、指導についてＡとＢが「お互いさま」という認識から脱

却できなかったこと、生徒指導委員会からいじめ・不登校問題対策委員会を独

立させなかったこと、Ｃ講師に年休を取得させ保護者対応に関与させなかった

こと、月例報告を差し替えたことについては、問題である。 

第３節 諮問事項４及び諮問事項７ 

１ 各教員における不適切な言動と不作為 

  （１）担任 

   ア 令和３年７月初旬、Ａが所属する学級で行われた生活アンケートにおいて、

Ａは、「あなたはこれから１学期の学校生活に対して悩みや不安があります

か？あてはまるものに〇をつけてください」という質問に対して、「ある」と

回答し、「それは、どんなことですか？」という質問に対して、「友達との関係

のこと」と回答している。また、「あなたは今、先生やスクールカウンセラー

の先生…に相談したいことがありますか？」「①で「ある」と答えた人は、ど

の先生に相談したいですか」という質問に対し、「⑤カウンセラーの先生」と

回答している。 

     このアンケート結果を見た担任は、Ａに対し、カウンセリングを受けるか

どうか確認したが、直近のカウンセリングが行われる日の予約が埋まってい

たため、緊急性を要する相談かどうか確認し、Ａがすぐに話したいことがあ

るわけではないという回答であったため、Ａについては１学期にカウンセラ

ーへの相談が実現しなかった。 

     また、同月１１日にＡの学級で実施されたＱ－Ｕテストの「①Ｑ－Ｕ結果

のまとめ」と題する書面の「学級満足度尺度 結果のまとめ」では、Ａは、「学

校生活不満足群」すなわち「耐えられないいじめや悪ふざけを受けているか、

非常に不安傾向が強い児童・生徒」に該当し、その中でも「要支援」（＝その

傾向がさらに強い）であるという結果であった。 

     さらに、同じＱ－Ｕテストの「②Ｑ－Ｕ学校生活意欲プロフィール」と題す 
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る書面では、「友人」の項目が平均値を下回っており、Ａが友人関係で学校生

活意欲を持つことができていないことが明らかとなっていた。 

     これらのＱ－Ｕテストの結果は、担任も確認していた。 

     さらに、同年７月末には、Ａの母から、ＡがＢから部活動できつく言われて

いるという相談を受け、担任は、ＢからＡに対するいじめがあるとの疑いを

抱いたということである。 

     手引１５頁には、「いじめではないかと疑われる事案に接したときは、学校

に設置されている「いじめ防止等の対策のための組織」に必ず報告してくだ

さい」と記載されている。 

     担任は、初任者研修の際に、この手引の内容を読んだことがあるというこ

とであった。 

         しかし、担任は、いじめについての疑いを抱きながら、事案自体については

報告しているものの、その事案がいじめの疑いがある事案であるとしては、

学年主任を通じて、生徒指導委員会に報告していない。 

     このように、担任が、Ａがいじめを受けているとの疑いを抱きながら、生徒

指導委員会にいじめ疑いの事案であるとの報告をしなかったことは、令和３

年度の学校いじめ防止基本方針を順守しておらず問題である。 

イ また、上記のＡがいじめを受けていることを推認させるサインに気づきな

がら、担任は、７月の時点で、部活動内の問題であると捉え、α部の部活動の

顧問であるＣ講師に対応を委ねている。 

しかし、学校教育法３７条１１項、１６項及びそれを準用した４９条による

と、教諭は、児童の教育をつかさどるとされており、講師は、教諭又は助教諭

に準ずる職務に従事するとされている。 

さらに、教諭と講師の研修内容は異なるものであり、講師の研修においては、

手引が用いられていなかったということである。 

このため、担任は、部活動のこととして、Ｃ講師に対応を任せるだけでなく、

学級で起こっていることとして、自ら主導的にＡや関係者から聴き取りを行

うなどして対応すべきであった。 

ウ また、同年１２月２１日の四者話合いの問題点はすでに述べたところであ

るが、担任は、同月初旬頃に四者話合いを行うことを決めた後、２学期末の三

者懇談会で、Ａの母からＢがＡの連絡帳のファイルを汚いモノのように指で

つまんで扱った事案等についての相談を受け、これはいじめではないかとの

Ａの母の訴えを聞きながら、生徒指導委員会に対し、四者話合いを実施するこ

とについて再度確認をしなかった。 
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２学期末は、三者懇談会の後、生徒指導委員会が、開催されなかったが、担

任が、いじめ疑いを抱いていた以上は、四者話合いを行うことの是非について、

生徒指導委員会での指示助言を仰ぐべきであった。 

エ また、第３章第１節３（２）において述べたように、担任とＣ講師との間で

は、令和３年１２月２０日に行われた担任からＢへの個別の聴き取りの内容

が正確に伝達されていなかった。このように、いじめ疑いの事案について、重

要な情報の伝達が適切になされていなかったことは、問題である。 

オ 四者話合いの中では、Ｃ講師が主導的に指導をしており、担任はほとんど何

も話さなかったということである。しかし、Ｃ講師が最後に今後部活動内で他

の部員に気を遣わせるようなことがあれば、二人には部活動を辞めてもらわ

なければならなくなるという指導をしたのに対し、担任は、「残りの学校生活

を周りもいるんだというところを意識して生活しよう」とＡ及びＢ両者に向

けて述べたということである。 

担任がこのように述べたことは、Ｃ講師の、「ＡとＢの関係に一区切りつけ

て今後のトラブルを防止する」という指導を、担任も肯定しているとＡが受け

取るものであり、Ａに無力感を感じさせ、Ａの精神状態の悪化を招くものであ

った。 

カ 担任は、令和３年度当時、新規採用者であり、教員としては１年目であった  

ため、経験年数の長いＣ講師に発言がしにくかったという事情はあるかもし

れない。 

しかし、担任は、令和３年の初任者研修で手引の内容を知っていたのである

から、いじめ防止対策推進法や手引の趣旨に従い、生徒指導委員会等の周りの

教諭らに助言を求めて、自ら、生徒の理解に努める行動を取る必要があった。

自ら生徒の理解に努める行動ができなかったことは問題であると言わざるを

得ない。 

  （２）教頭 

ア Ｃ講師に年休を取得させたこと 

     Ｃ講師は、令和４年１月１７日から１週間、年休を取得している。年休を取

得したのは、同月１５日に、教頭がＣ講師に対し、Ａの保護者対応でＣ講師が

精神的に進退窮まっている様子を見て、Ｃ講師に対し、年休を勧めたことに

よるということである。しかし、Ｃ講師は、当時、年休を取得する意思はなか

ったが、教頭から病休でなければ退職となる旨伝えられ、１週間年休を取得

したということである。Ｃ講師の年休取得については、教頭の判断であるの

か校長の判断であるのか、当委員会の調査では判明しなかったが、学校教育 
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課長の指示の下、校長若しくは教頭の判断で、Ｃ講師に対し、指示をしたとい

うことである。 

しかし、手引５２頁には、「保護者には、事実関係と今後の対応を正確に伝

えます。…保護者に不安感や不信感を抱かせることがないように十分配慮し、

問題の解決に向けて理解と協力を得るようにします」と記載されている。 

本件事案発生当時、Ｃ講師は、Ａの学級の副担任であり、Ａの所属する部活

動の顧問であった。このため、Ａのいじめ事案を調査分析する上で、Ｃ講師は

重要人物であったのであるから、Ｃ講師に年休取得を勧めず、いじめ事案の事

実確認に努めるべきであったのであり、Ｃ講師に年休を取得させたことは、Ａ

やＡの保護者に、学校がＡのいじめ事案に真摯に対応しようとしていないと

いう思いを生じさせ、ＡやＡの保護者の心情を害し、Ａの欠席を長期化させた。 

  イ 二人とも辞めてもらうという発言に対する評価の誤り 

    教頭は、令和４年１月１１日にＡの父がＸ中学校に来校した際に、令和３年

１２月２１日にＣ講師がＡとＢに対して述べた「今度何かあったら二人とも退

部してもらう」という発言に納得していなかったという報告を担任から受け、

担任に対し、「退部してもらう」には、「次何かあったら」という条件がついてい

るので、それがないのに退部させることはないという真意を伝えるよう指示し

ている。 

    しかし、四者話合いの時点では、ＡがＢからいじめを受けていることが疑わ

れている時点であったのであるから、条件が付いているとしても、「二人とも辞

めてもらう」という指導自体が問題であったのであり、教頭は、担任から報告を

受けた際、条件が付いていたとしても、「二人とも辞めてもらう」とＡに対して

述べたこと自体について謝罪すべきと伝える必要があったと考えられる。 

  ウ いじめ疑いを持つことができなかったこと 

    教頭は、令和３年７月２日、生徒指導委員会の構成員として、Ｂが、α部の競

技が行われるクラスマッチで、ＡとＢが所属するクラスを２チームに分け、一

方のチームに当該競技の経験者を多く入れていき、Ａはもう一方のチームに入

れようという話を、Ａに聞こえる場所で話したことについて報告を受けていた。 

    そして、教員の中には、Ａがいじめを受けていると疑われると認識していた

者もいたということである。 

    そうすると、教頭は、担任やＣ講師から報告を受ける立場にあったのである

から、Ａの事案について、遅くとも２学期末には、いじめであるとの疑いをもっ

て、生徒指導委員会を開催すべきであったのに、それをしていないのであるか

ら、いじめ防止対策推進法や手引が求める組織的対応ができていなかったので 
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あり、法や手引が求める組織的対応ができていなかったことについては問題で

ある。 

（３）養護教諭 

養護教諭は、令和３年６月に、Ａが保健室を訪れた際、ＡからＢが、Ａに聞

こえる場所で、α部の競技が行われるクラスマッチで、ＡとＢが所属するクラ

スを２チームに分け、一方のチームに当該競技の経験者を多く入れていき、Ａ

はもう一方のチームに入れようという話をしたという話を聞いて、これを担

任に報告した。 

養護教諭は、担任にこの事案を伝える際、Ａからの被害の訴えをそのまま伝

えたということであるが、Ａから相談を受けた際、Ａが精神的苦痛を感じてい

ることは認識していたということである。 

また、養護教諭は、Ａが友人関係に悩みを抱いているという回答をした令和

３年７月初旬に行われた生活アンケートの結果を確認していた。 

しかし、生徒指導委員会に報告したものの、いじめ疑いの事案であるとの認

識をもって報告してはいないということである。 

養護教諭は、学校教育法３７条１２項によると、生徒の養護をつかさどるも

のとされており、保健室を訪れた生徒の心身の健康状態を把握するよう研修

でも指導がなされている。 

このため、担任等の他の教諭とは、別の視点からも、生徒らの心身の状態を

把握する必要があったのであり、養護教諭がＡから相談を受け、かつ、生活ア

ンケートの結果を確認しながら、後日いじめと認知されたＢが、α部の競技が

行われるクラスマッチで、ＡとＢが所属するクラスを２チームに分け、一方の

チームに当該競技の経験者を多く入れていき、Ａはもう一方のチームに入れ

ようという話を、Ａに聞こえる場所で話した事案について、いじめの疑いを抱

かなかったことは問題である。 

（４）学年主任 

Ｘ中学校では、クラスで生じた問題は、まず、学年会で取り扱われるように

なっており、学年会から、生徒指導委員会に報告されることになっていた。学

年主任は、生徒指導委員会の構成員であった。そして、本件では、担任やＣ講

師はクラスマッチのチーム分けの事案や、ＡがＢからきつく言われている事

案、ＢがＡの連絡帳を汚いモノを扱うようにつまんだ事案等、ＡとＢに関する

事案について学年会に報告を挙げていたということである。 

このため、学年主任は、学年会を通じて、後日いじめと認知されたＡに関す

る事案について、報告を受けていたこととなる。 
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しかし、学年主任は、Ａに対するいじめを疑ったのは、令和４年１月になり、

Ａが欠席し始めてからである。 

したがって、学年主任が、後日、いじめと認知された事案について、担任や

Ｃ講師から報告を受けながら、いじめと疑わなかったことについては問題で

あるといえる。 

（５）生徒指導主事 

ア 令和３年度当時の生徒指導主事は、令和３年度の学校いじめ防止基本方針

によると、いじめ問題担当者として、保護者と連携することが求められていた。  

しかし、令和３年度の３学期以降、Ａの保護者に主として対応していたのは、

担任及び校長であり、生徒指導主事がＡの保護者と連携を取っていたことは、

当委員会の調査から伺われなかった。少なくとも、令和３年度の２学期の時点

では、Ａの保護者との連携は全くなかった。 

このように、生徒指導主事が学校いじめ防止基本方針に定められた保護者

との連携を図らなかったことは問題であると指摘せざるを得ない。 

     イ また、生徒指導主事は、いじめ問題担当者として、いじめ・不登校問題対

策委員会を開催する立場にあるが、令和３年７月２日の生徒指導委員会で、

Ｂが、α部の競技が行われるクラスマッチで、ＡとＢが所属するクラスを２

チームに分け、一方のチームに当該競技の経験者を多く入れていき、Ａはも

う一方のチームに入れようという話を、Ａに聞こえる場所で話した事案につ

いて報告がされた時点において、いじめ・不登校問題対策委員会を生徒指導

委員会から独立させなかった。Ｂが、α部の競技が行われるクラスマッチで、

ＡとＢが所属するクラスを２チームに分け、一方のチームに当該競技の経験

者を多く入れていき、Ａはもう一方のチームに入れようという話を、Ａに聞

こえる場所で話した事案は、後日に、Ｘ中学校いじめ重大事態委員会におい

て、いじめと認知されているのであるから、同日の時点で、他の多様な校内

の問題について取り上げて指導する生徒指導委員会ではなく、いじめ・不登

校問題対策委員会を独立させて開催すべきであった。 

仮に、同日の時点で独立させることができなかったとしても、ＢがＡの連絡

帳を汚いモノを扱うように指でつまんで触ったという事案がいじめ認知され

た時点である令和４年１月１５日時点では、Ａの事案について、いじめ・不登

校問題対策委員会を生徒指導委員会から独立させて扱うべきであった。 

（６）主幹教諭 

令和３年度の学校いじめ防止基本方針において、いじめ問題担当者として

いじめ・不登校問題対策委員会を開催する教職員は、「生徒指導主事等
・

」と 
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定められていた。主幹教諭は、いじめ・不登校問題対策委員会の構成員であ

り、校長・教頭に続いて構成員として挙げられており、校長・教頭が「生徒

指導主事等
・

」に対して指示を出すことと定められていることからすると、主

幹教諭についても、生徒指導主事と同様に、いじめ・不登校問題対策委員会

を主催する立場にあったものと考えられる。そうすると、生徒指導主事と同

様に、遅くとも令和４年１月１５日の時点において、いじめ・不登校問題対

策委員会を生徒指導委員会から独立させて開催しなかったことは問題である

といえる。 

２ 保護者対応 

（１）保護者対応の検討の必要性 

いじめ防止対策推進法は、同法１７条や１８条において、「いじめを受け

た児童等…の保護者に対する支援」について定めており、手引６０頁におい

ても、「４ 保護者への対応における配慮事項」として、「保護者の願いを傾

聴し、信頼関係の構築に努めます」等と記載されている。 

このように、いじめへの対応については、保護者対応が重要であると考え

られるため、保護者対応について、諮問事項７として検討することとする。 

（２）令和４年２月までの時点における被害者家族とのやり取りにおける学校関

係者の不適切言動等 

令和４年１月２０日、教頭は、学校教育課長からの指示・指導もあり、Ｃ

講師抜きで管理職及び生徒指導委員会等が学校として対応する旨伝えてい

る。 

しかし、学校教育課長は、そのような指示・指導はしていないとＡの父に

対して回答している。 

当委員会の調査では、学校教育課長は、同月１８日に校長及び教頭と面談

し、「Ｃ講師個人に対応させないようにＣ講師個人を守る体制を作るよう

に」と指導してはいるものの、Ｃ講師に対応させないようにとまで述べたか

どうかは明らかにならなかった。 

もっとも、学校教育課長は、Ｃ講師に年休を積極的に使い、年休消化で対

応するようにと校長及び教頭に指示しており、校長及び教頭は、これを受け

て、Ｃ講師に同月１７日から２１日まで年休を取得させていることが認めら

れる。 

Ｃ講師は、本件いじめ事案に直接関わってきた人物であり、かつ、Ａの父

がＣ講師との協議を求めていたことからすれば、学校教育課長からの指導に

同調し、校長及び教頭が、Ｃ講師に年休を取得させ、本件いじめ事案への対 
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応に関与させなかったことは、いじめ防止対策推進法が求めるいじめを受け

た生徒の保護者の支援に反する行為であり、問題があると評価せざるを得な

い。 

（３）令和４年３月以降の被害者家族とのやり取りにおける学校関係者の不適切

言動等 

   ア 令和４年３月１４日、Ｘ中学校において、Ａの所属する学級を２分割する

ことについて保護者に対し説明するため、Ａの所属する学級の保護者会が実

施された。  

その場では、冒頭に、校長から、Ａのいじめ事案や学級を分割することに

ついて説明が行われた。その際、校長は、保護者に対し、学級を分割する理

由として「ＡがＢと会いたくないと言っている」からだと説明している。 

しかし、Ａの保護者は、Ａが受診している病院より、ＡをＢと接触させる

のが駄目だという診断が出ていたことから、２分割授業を求めていたのであ

って、Ａの保護者の意向とは違う説明をしている。 

２分割授業を行うことは、Ａの学級の他の生徒にとって、異例なことが行

われるため、一定の負担を強いるものであるが、「ＡがＢと会いたくないと

言っている」という説明は、Ａの学級の生徒にＡの意向により２分割授業が

実施されると受け取られ得る説明であり、校長の説明は、Ａ及びその保護者

の心情を害する発言であり、不適切であったと言わざるを得ない。 

イ また、Ａの保護者が、保護者会後に、なぜ「ＡがＢと会いたくないから」

と説明をしたのか尋ねた際、校長は「ＡがカウンセリングでＢにもう会いた

くないとカウンセラーに話していたからである」と説明した。 

しかし、カウンセリングは相談内容が外部に伝わらないことで、相談者が

安心して相談することができるのであるから、Ａとカウンセラーとのカウン

セリングの内容を保護者とはいえ、Ａの父に話したことは不適切であった。 

ウ 令和４年６月、校長は、Ａの父に対し、「お父さんが何でそんなに腹立て

てるか分かりませんでしたよ。お金でも請求されるかと思いました」と発言

したことについて、その事実を認めてＡの父に謝罪している。 

このような発言は、その当時も欠席が継続していたＡの保護者にとって、

Ａの保護者を辱める発言であるとともに、校長がＡのいじめ事案を軽んじて

いると受け取られる発言であって、するべきではなかった。 

    このような発言は、保護者支援を掲げるいじめ防止対策推進法の趣旨に反す

る発言であったといえ、問題である。 

   エ 令和５年３月２８日の教育長、令和４年度当時の学校教育課長、校長及び 
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Ａの父との会談後、Ａの父が持っていた録音機能のあるアプリを起動させた

状態のスマートフォンを置いて、会談が行われた部屋を出た後、そのスマー

トフォンを回収しに行ったところ、そのスマートフォンには、校長が、Ａの

父が離席した後に「まさか３時間コースになるとは思わんやった」と話す音

声が録音されていた。 

校長のこのような発言は、「お金でも請求されるかと思いました」という

発言と同様、Ａの保護者に、Ａの事案を軽んじていると受け取られる発言で

あり、Ａの保護者の心情を害するものとして、いじめ防止対策推進法の趣旨

に反する行為であるといえる。 

オ Ａの父は、当委員会からの聴き取り調査の数日前である令和５年９月中旬

頃に、Ａから他の数名の生徒もＢのいじめに加担していたという話を聞き、

令和５年度当時の校長、担任及び学校支援室長に学校教育課に来庁するよう

求め、校長、担任及び学校支援室長同席の場でその事実を伝えた。Ａの父と

しては、調査を行ってくれるものと考えていたが、学校側からは、Ａの父の

意図に反し、連絡がなかった。Ａの父によると、学校側からは、Ａの父が何

か学校へ要望したとしても、これまでもＡの父から連絡しない限り、一切連

絡をすることがなかったということである。学校側のこのような対応は、上

記のＡの保護者の心情を害する行為であり、いじめ防止対策推進法の趣旨に

反する行為であって、問題であったと言わざるを得ない。 

（４）被害者家族とのやり取りにおける教育委員会関係者の不適切言動等 

ア 学校教育課長は、令和４年１月に、Ｃ講師に積極的に年休を取得させるよ

う、校長及び教頭に対し、指示した。 

学校教育課長は、Ｃ講師の体調を慮り、年休取得を勧めたかもしれない

が、Ｃ講師は、本件いじめ事案について最初から関与してきた、本事案につ

いての重要人物であり、いじめ認知当初においては、Ｃ講師から説明を受け

る必要があったのであり、医師などの判断なしに、Ｃ講師に年休を取得させ

るよう勧めたことは、本件いじめ事案について、Ｃ講師からの説明を求めて

いたＡの保護者の心情に寄り添わない行為であったといえる。 

イ また、令和５年１０月中旬頃、Ａの父が、Ｘ中学校に対し、Ａが受けたい

じめ事案に関し、説明をしたところ、Ｘ中学校は、その件について指導した

記録をＡの父に示さず、令和５年度当時の学校教育課も、Ｘ中学校が本事案

に関する指導等の記録を残さなかったことについて指導をしなかった。 

いじめ防止対策推進法１７条は、地方公共団体に対してもいじめを受けた

生徒の保護者に対する支援を適切に行うよう努めるものと定めている。 
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また、同法２８条２項は、学校の設置者は、重大事態の事実関係等その他

必要な情報を適切に提供するものとする旨定める。同項の「学校の設置者」

とは、嘉麻市であり、管理主体としては教育委員会のことである（学校教育

法２条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律２１条１号、３０条）。 

 本件の学校教育課長の言動は、Ａの保護者に対する適切な説明を妨げる行

為ともいえ、いじめ防止対策推進法１７条及び２８条２項の規定の趣旨に反

するものであり、問題があったといわざるを得ない。 

３ 令和４年１月以降の義務教育を受ける機会の逸失に関する状況 

  （１）義務教育を受ける機会の逸失についての検討の必要性 

日本国憲法２６条１項は、国民の教育を受ける権利について定める。ま

た、教育基本法５条３項は、国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障

し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実

施に責任を負うものと定められている。このように、義務教育を受ける権利

は、憲法で保障された基本的な人権であるが、本件では、いじめ等を要因と

してＡの欠席が継続したことにより、Ａが義務教育を受ける機会を逸失して

いる。 

このように、本件では、義務教育を受ける機会の逸失が生じたことが重要

であると考えられるため、義務教育を受ける機会の逸失について、諮問事項

７として検討することとする。 

  （２）Ａの欠席日数 

Ａは、令和４年１月に授業日数１５日に対し１５日、同年２月に授業日数

１８日に対し１５日（うち３日は出席停止等）、同年３月に授業日数１７日

に対し９日欠席している。出席している日のほとんどがカウンセリングを受

けるためだけの登校である。また、同年４月以降も欠席日数が増加してい

る。 

令和５年度は、４月が、授業日数１６日に対し５日しか登校できておら

ず、それ以降は、全て欠席している。同年７月以降は、嘉麻市教育研究所適

応指導教室「れすとぴあ」に登校している。 

 （３）２分割授業の実施に時間を要したこと 

令和４年２月１０日に、Ａの父からＡとＢを接触させないようにすること

についての要望があり、同日、教育長は、Ｘ中学校に対し、２分割授業を行

うことについて提案したが、２分割授業が実施されたのは、同年３月１５日

からであった。 

たしかに、２分割授業を行うことについては、教員の確保や学級の生徒及 
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びその保護者の理解等が必要となるため、判断に一定の時間を要することは

想像できる。 

しかし、文部科学省発出の「学校におけるいじめ問題に関する基本的認識

と取組のポイント」では、「Ⅱ.いじめに関する取組のポイント」の「（４）

いじめを受けた児童生徒へのケアと弾力的な対応」の「ｂ）」の②として、

「いじめられる児童生徒又は児童生徒のグループ替えや座席替え、さらに学

級替えを行うことも必要であること。また、必要に応じて児童生徒の立場に

立った弾力的な学級編成替えも工夫されてよいこと」と記載されている。 

令和４年２月１０日の時点では、Ａの欠席日数は２０日を超えていたのであ

るから、Ａの教育の機会を確保するため、学校教育課及び学校としては、弾

力的な学級編成として、早期に２分割授業を実施する決断をすべきであっ

た。 

第４節 諮問事項５ 

１ いじめ疑いの組織的対応方針の周知徹底 

（１）市内統一アンケートの取扱い方を定めていないこと 

   ア 本件いじめ事案発生当時、嘉麻市内の中学校では、嘉麻市教育委員会から

の指示で、生徒に対し、１か月に１度生活アンケートが実施され、各学期に 1

度いじめに特化したアンケートが実施されることとなっていた。 

イ しかし、それらアンケートの結果をどのように取り扱うかについては、学校

教育課において定められていなかった。 

学校の設置者は、いじめ防止対策推進法の基本理念にのっとり、その設置す

る学校におけるいじめの防止等のための必要な措置を講ずる責務を有すると

されている（同法 7 条）。また、教育委員会は、学校の教職員に対し、いじめ

の防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための

対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならないとさ

れている（同法１８条２項）。 

また、手引３４頁には、「文部科学省の調査によると、どの校種においても

「アンケート調査」は、いじめ発見のきっかけとなっていることが多いことが

分かります」と記載されている。 

ウ このため、生活アンケートやいじめアンケートから得られた情報をどう取

り扱うかについてはいじめ防止にとって重要であるのであるから、上記のよ

うな責務を有する教育委員会としては、アンケートの結果をどう取り扱うか

についての方針を定めておくべきであった。 

（２）いじめ・不登校問題対策委員会独立への消極的姿勢 
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ア 令和３年度当時、Ⅹ中学校では、いじめ・不登校問題対策委員会が生徒指導

委員会と兼務されていたところ、令和４年３月３日に、いじめ・不登校問題対

策委員会が生徒指導委員会から独立している。 

もっとも、いじめ・不登校問題対策委員会を生徒指導委員会から独立させる

判断をしたのは、Ⅹ中学校であり、教育委員会は、いじめ・不登校問題対策委

員会の独立について指示をしていない。 

イ いじめ認知の時点で、Ⅹ中学校としては、いじめ以外の他の問題について 

も議題となる生徒指導委員会でＡのいじめ事案について議題とするのではな

く、いじめ・不登校問題対策委員会を独立させていじめ事案について専ら議論

する機会を設定すべきであった。 

そして、教育委員会は、上述したとおり、いじめ防止対策推進法７条及び１

８条２項の責務を有するのであるから、学校に対して、いじめ・不登校問題対

策委員会を独立させてＡに対するいじめ事案について議論するよう、Ⅹ中学

校に指導すべきであった。 

しかし、学校教育課は、Ⅹ中学校にいじめ・不登校問題対策委員会を独立さ

せるよう指導しておらず、この点については、問題があったといわざるをえな

い。 

（３）いじめ疑いの情報収集の欠如 

ア 令和３年度当時、嘉麻市においては、市内の学校において、いじめ事案が発

生した場合には、月例報告により学校から教育委員会に報告がなされること

とされていた。 

しかし、学校から教育委員会に報告されるのは、学校内でいじめと「認知さ

れた」事案についてのみであり、いじめと「疑われている」事案については、

教育委員会が把握する仕組みが整備されていなかった。 

イ いじめが疑われる段階で、学校とは第三者の立場にある教育委員会の視点

が入ることで、いじめ事案に対し早期対応がなされる効果が期待できる。 

いじめ防止対策推進法２３条２項も、このような趣旨から、「いじめを受け

ていると思われるとき」に学校が事実確認を行い、その確認の結果を学校設置

者に報告するよう定めているものと考えられる。 

このため、上述のような、いじめ防止対策推進法７条、１８条２項及び２３

条２項の責務を有する教育委員会としては、いじめが疑われる事案について

も学校側と教育委員会とで共有できる仕組みを定めるべきであった。 

（４）いじめの対応に関する法令、手引及び学校いじめ防止基本方針等の未習熟 

   ア 学校教育課長に対する聴き取りによると、法令やいじめ防止基本方針等を 
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市内の教職員等に習熟させていたという認識であるという回答であったが、

実際には、当委員会の聴き取り調査によると、手引の内容を確認していたのは、

初任者研修を受けた担任だけであり、その他の教職員については、令和３年当

時、手引等の内容を把握していなかった。また、令和３年度の学校いじめ防止

基本方針の内容についても、Ⅹ中学校の教職員の中で周知徹底がされていな

かった。 

イ 嘉麻市教育委員会は、教育長名で、同年４月５日及び同年１１月２９日に、

福岡県教育委員会からの通知を受け、校内いじめ防止基本方針の共通理解を

深めることや手引等を活用して校内研修を実施することを、Ⅹ中学校を含む

嘉麻市内の小中学校に対して通知したということである。 

しかし、福岡県教育委員会から各市町村の教育委員会に向けて、「各学校に

周知の上、積極的な取組の指導をお願いします」と通知されていたにもかかわ

らず、嘉麻市教育委員会は、各学校への通知において、福岡県教育委員会の通

知文と同様に「周知及び積極的な取組の指導をお願いします」と記載するのみ

で、周知の具体的方法や取組の方法等について、指示がなされなかった。 

ウ このように、嘉麻市教育委員会がいじめ事案に関する法令、手引及び学校 

いじめ防止基本方針の習熟を図るための行動をとらなかったことは問題であ

ったといわざるを得ない。 

２ いじめに係る調査及び相談に関する措置（不足） 

いじめ防止対策推進法１６条には、教育委員会及び学校は、当該学校に在籍 

する生徒及び保護者並びに学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができ

る体制を整備するものと定められており（同条３項）、その相談体制を整備する

にあたっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた生徒等の教育を

受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとするとされてい

る（同条４項）。 

しかし、Ⅹ中学校においては、Ａが１学期にスクールカウンセラーに相談しよ

うとしても、相談予約が埋まっていたことから、緊急性を要するかどうかＡに対

し確認がなされた結果、緊急性がないと判断されて、Ａが相談を断念する等、生

徒がすぐに相談できる体制が整備されていたとは言いがたい。また、他に、教育

委員会として、生徒、保護者及び教職員がいじめについて相談できる体制を整備

していたという事実は明らかとならなかった。 

したがって、嘉麻市教育委員会がいじめ防止対策推進法１６条３項が求める

相談体制を整備していたとはいえず、このように、相談体制を整備していなかっ

たことは問題である。 
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３ 令和４年１月１７日以降の担当教員の後景化 

Ｃ講師は、令和４年１月１７日以降、年休を取得している。Ｃ講師は年休取得

をする意思はなく、校長及び教頭が協議して、Ｃ講師に指示したことにより、年

休取得が始まっているが、同月１８日には、学校教育課長も教頭に対し、Ｃ講師

に積極的に年休消化させるようにと伝え、Ｃ講師の年休取得を指示している。 

    しかし、Ｃ講師は、Ａのいじめ事案について当初から対応にあたっていた人

物であり、年休取得開始した当時は、いじめ認知から２日しか経過していない

時期であったのであるから、Ａのいじめ事案の事実調査、分析及びＡやＡの保

護者への対応において、Ｃ講師の存在が重要である。 

いじめ防止対策推進法２４条においても、教育委員会は、学校からいじめを受

けていると思われる事案について、当該いじめの事実確認の結果の報告を受け

たときは、必要に応じ、学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講

ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うも

のとすると定められている。 

このため、学校教育課としては、Ｃ講師の年休取得を止めさせて、Ａのいじめ

事案についての対応に関与させるべきであった。 

たしかに、Ｃ講師は、Ａの保護者への対応で、精神的に負担を抱えていると見

受けられるところもあったかもしれないが、年休取得開始時の時点では、医師か

らの診断はなく、医学的な根拠なしにＣ講師の意向に反して年休を取得させる

ことは誤りであったと指摘せざるをえない。 

このため、学校教育課長がＣ講師に年休を取得させて欠席させるとの判断を

指示し、教頭に積極的に年休消化させるよう伝えたことは問題であったといわ

ざるをえない。 

４ 令和４年１月１７日以降の被害者救済の遅れ 

令和４年１月１７日に、学校教育課として初めてＡのいじめ事案について情

報を得ているが、その後、学校教育課長からは、Ａの欠席日数が３０日を経過し

て、いじめ防止対策推進法２８条１項２号が定める重大事態に該当しないよう

にすべきことに関する指示が中心であり、学校教育課長は、Ａの心情に寄り添う

具体的な指示が欠如していた。 

すなわち、教育委員会から学校へは、Ａの欠席日数が３０日を超えないように

家庭訪問を行うようにという指示が繰り返し行われ、重大事態に該当するか否

かに主眼が置かれていた。たしかに、不登校が続けば、Ａが教育を受ける機会が

失われるため、欠席が継続することは解消すべき事態ではある。 

しかし、手引５２頁には、「いじめられている児童生徒の心情を十分理解し、 
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…「あなたを全面的に支援する、そして守り抜く」ことをきちんと伝えて、自分

のことを心配し、守ってくれる人がいる安心感をもたせ、心のケアを図ります」

と記載されている。また、手引５３頁には、「いじめられた児童生徒…の心の安

定」について触れられている。 

これらの手引の記載は、学校の取組としての記載ではあるが、学校の取組を支

援する立場の学校教育課としても、かかる手引の趣旨について考慮した上で、Ａ

の心身の状態を慎重に考慮し、Ｘ中学校への指導を行うべきであった。 

しかし、聴き取り調査や、資料からは、学校教育課が、Ａへの心理的ケアを行

うという観点から、Ｘ中学校へ指示をした事実は確認できなかった。 

いじめ認知の報告及びＡの欠席が継続しているという報告を受けた当時の学

校教育課としては、Ａの欠席を解消できないことのみに視点を置いた指導をす

るのではなく、例えば、スクールカウンセラー等の第三者にＡの家庭訪問に向か

わせることを助言したりするなど、３０日という重大事態該当の期間に縛られ

ず、Ａの心情に寄り添うという観点から助言をすることが必要であった。 

したがって、学校教育課長が、重大事態に該当しないようにと、重大事態に該

当するか否かに主眼に置き、Ｘ中学校に指導したことは、問題であったと言わざ

るを得ない。  

５ いじめ報告以降の学校への直接的支援 

学校教育課は、令和４年１月１５日にＡに対するいじめ事案についていじめ

認知の報告を受けた後、学校支援室長を通じてＡやＡの保護者と情報伝達をし

ていた。また、同月１８日にＣ講師を呼んで事情を聞くなどは行っている。 

しかし、学校教育課から学校に対しては、学校の案件であるからとして、学校

に対応を委ね、自らＡやＡの保護者らに対して支援を行うことはなかった。 

文部科学省が発出している「学校におけるいじめ問題に関する基本的認識と

取組のポイント」のⅡ.２（１）ｂ）①において、「学校や保護者等からいじめの

報告があったときは、その実情の把握を迅速に行うとともに、学校への支援や保

護者等への対応を適切に行うこと」「特に、困難ないじめの問題を抱える学校に

対しては、早急に担当指導主事等を派遣するなど、問題の解決と正常な教育活動

の確保に向けた指導・助言に当たること」と記載されている。 

本件は、ＡやＡの保護者と学校との対立が表面化している事案であったので

あり、第三者である学校教育課が果たすべき役割は大きかったが、教育長及び学

校教育課から直接ＡやＡの保護者に対して働きかけを行うことはなかった。 

令和４年２月１日、校長は、教育委員会に第三者として関わってもらいたいと

いう願いを聞き入れられないことから、教頭との協議の中で、今後教育委員会と 
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話す必要なしと発言している。 

このように、学校教育課が、学校に対する直接の支援を行わなかったことから、

本来協働してＡのいじめ案件に対応すべき学校と教育委員会との関係もこじれ

てしまっている。 

教育委員会と学校との関係がこじれてしまったことが、Ａの欠席の初期段階

でのＡのいじめ事案の対応の遅延を招き、Ａ及びＡの保護者の心情を害して、当

時Ａの保護者がＡへの連絡の窓口になっていたため、Ａの欠席の長期化への要

因となった。 

６ Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会の設置を主導しなかったこと 

本件では、令和４年２月２８日にＡの不登校の日数が３０日を超え、いじめ 

防止対策推進法２８条１項２号の重大事態に該当し、Ｘ中学校は、同年３月１日、

学校教育課長からいじめ重大事態調査委員会を、学校側に設置する旨指示を受

けた。 

もっとも、同号のいじめ重大事態調査委員会については、同項柱書によると、

「学校の設置者」すなわち教育委員会側に設置することも可能とする記載とな

っており、実際、いじめ重大事態調査委員会が教育委員会側に設置された事例も

全国では認められる。 

学校側に設置した理由について、当委員会から学校教育課関係者への聴き取

り調査によると、当時の学校教育課で調べたところ、同項１号の自殺があったケ

ースについては、教育委員会側に設置されることが多いが、２号の不登校の事案

については、学校に設置されるケースが多かったからであるとの回答であり、本

件事案の具体的事情を考慮して検討された事実は認められなかった。 

しかし、文部科学省作成の「不登校重大事態に係る調査の指針」（４頁）によ

ると、「学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に

必ずしも十分な結果を得られないと設置者が判断する場合や、学校の教育活動

に支障が生じるおそれがあると設置者が判断する場合」には、設置者すなわち教

育委員会が実施すると規定されている。 

また、同指針には、教育委員会側に設置すべき具体例として、学校と関係する

児童生徒の保護者間のトラブルが非常に深刻化しておりもはや関係修復が難し

い場合や、大きく報道されているなど、学校の負担が過大で調査を実施すること

により学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合が挙げられてい

る。 

     本件は、いじめ防止対策推進法２８条１項２号の重大事態への該当当時、学

校とＡ及びＡの保護者との関係が悪化していたため、設置者である教育委員会
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が調査主体となることも積極的に検討されてよい事案であった。      

７ 第三者を調査に加えることの重要性を認識していなかったこと  

本件では、令和４年３月３日に、Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会が発足し

た後、スクールカウンセラーから、Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会の委員は

学校関係者ばかりであり第三者性が乏しいとの指摘があり、Ｘ中学校としては、

嘉麻市の人権擁護委員等を選任しようとしたところ、学校教育課が第三者を入

れる必要はないと指示したということである。 

結果的には、令和４年６月８日に人権擁護委員、同月１６日に市児童委員等を

推薦し、同月２４日からＸ中学校いじめ重大事態調査委員会に第三者が加わる

こととなったが、学校教育課が重大事態の調査に教職員ではない第三者を加え

る必要性を認識していなかったものと考えられる。 

実際、人権擁護委員と市児童委員が加わってからは、「おあいこ」の件はおか

しいと思うという意見が出ている。 

８ 諮問事項５の小括 

以上のように、学校教育課が、いじめ疑いの組織的対応方針を周知徹底しな 

かったこと、いじめに係る調査及び相談に関する措置が不十分だったこと、Ｃ講

師を後景化したこと、欠席が３０日を超えないようにという指導に終始しＡの

心身の状態への配慮が欠けていたこと、いじめ報告以降Ｘ中学校へ直接的支援

をしなかったこと、いじめ重大事態調査委員会の設置を主導しなかったこと、い

じめ重大事態調査委員会に第三者を加えることの重要性を認識していなかった

ことについては問題である。 

第５節 諮問事項６ 

１ 検討の方針 

     諮問事項３において挙げた校長の対応の問題点について、以下において、Ａ

の不登校との関連性について述べるが、既に述べたとおり、Ａの不登校の主た

る要因となったのは、令和３年１２月２１日の四者話合いでのＣ講師の指導及

び発言であると考えられる。 

     このため、四者話合いに関する校長の対応の問題点がＡの不登校に結びつい

ていると思料されるため、以下においては、四者話合いに関する校長の対応の

問題点とＡの不登校との関連性について述べることとする。 

  ２ いじめ疑いの手続周知不備 

（１）手引を周知しなかったこと 

既に述べたとおり、校長は、福岡県教育委員会教育長及び嘉麻市教育委員 

会が活用するよう指示していた手引の重要性を認識しておらず、手引を校内 
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で配付する等していなかった事実が認められ、その重要性を認識していなか

ったと認められる。 

このため、Ｃ講師は、手引の存在自体は知っていたものの、詳しくは見てい

なかったということである。他の教職員についても、当委員会からの手引の内

容についての確認に対し、内容について適切に回答できる教職員はいなかっ

た。 

手引の１５頁には、「いじめではないかと疑われる事案に接したときは、学

校に設置されている「いじめの防止等の対策のための組織」に必ず報告してく

ださい」と記載されている。 

このように手引では定められているため、Ｘ中学校において、手引が周知さ

れていれば、担任やＣ講師が、四者話合い以前にＸ中学校内の「いじめの防止

等の対策のための組織」に当たるいじめ・不登校問題対策委員会を開催し、そ

こに報告するよう求め、いじめ・不登校問題対策委員会において慎重に議論が

なされ、四者話合いが実施されなかった可能性がある。 

また、手引の５１頁には、「①事実関係の把握」として「教職員や保護者が

知っている事実と、本人が感じている認識にズレがある場合もあります。した

がって、事実関係を把握するには、いじめられている児童生徒の立場や発達段

階を考慮して、丁寧に聴き取りをする必要があります」と記載されている。 

さらに、５２頁には、「いじめられている児童生徒の心情を十分理解し、相

手の立場に立って話を聴くとともに、「あなたを全面的に支援する、そして守

り抜く」ことをきちんと伝えて、自分のことを心配し、守ってくれる人がいる

安心感をもたせ、心のケアを図ります」等と記載されている。 

このように、手引では、いじめを発見した教職員が、いじめられている生徒

から事実関係を丁寧に聴き取ること、いじめられている生徒の立場に立って

話を聴き、心のケアを図ること等が提言されている。 

以上のように、校長が手引を周知しなかったことにより、Ｃ講師に１２月２

１日の四者話合いを実行させることとなった。 

（２）いじめ疑いの時点で組織対応する流れを周知・確認しなかったこと 

すでに述べたとおり、令和３年当時、Ｘ中学校においては、教職員がいじめ

ではないかと疑われる事案に接した際の教職員個々人が取るべき対応が、令

和３年度の学校いじめ防止基本方針において、定められていなかった。 

担任は、令和３年７月において、Ａの母から、ＡがＢより部活動内できつく

言われているという相談があったことを聞いた時点で、Ａに対するいじめの

疑いを抱いていた。その他の教職員の中にも、令和３年１０月頃には、いじめ 
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の疑いを抱いていた者がいた。他方、校長や、生徒指導主事等は四者話合いが

行われた１２月の時点で、Ａがいじめられているとの疑いを抱いていなかっ

た。 

このように、教職員間の認識に差があるからこそ、複数の教職員の目で捉え

ることが求められる状況であった。 

しかし、Ｘ中学校においては、教職員個々人が取るべき組織対応が周知され

ていなかった。 

そのため、教職員個々人がいじめ・不登校問題対策委員会に報告する体制が

整っておらず、教職員がいじめ・不登校問題対策委員会に報告することが習慣

づけられていなかった。 

このことは、Ｃ講師や担任がいじめ・不登校問題対策委員会への報告を省略

することにつながり、いじめ・不登校問題対策委員会で四者話合いの問題点が

議論されることがなかった。 

Ｘ中学校において、組織対応する流れが個々の教職員に周知されていれば、

Ｂによるいじめを疑った教職員より、学年主任等を通じていじめ・不登校問題

対策委員会へいじめの疑いがある事案であるという報告がなされ、いじめ・不

登校問題対策委員会としてＣ講師の四者話合いについて疑問が生まれた可能

性が高い。 

以上のような点から、Ｘ中学校において、いじめを疑った時点で個々の教職

員が取るべき行動が定められず、周知されていなかったことは、Ａの不登校と

関連性が認められる。   

３ 「お互いさま」「話合い解決」認識がもたらす被害者を苦しめる行動 

校長は、四者話合いの問題点を認識せず、四者話合い後の経過観察が十分でき

ていなかったことなどから、校長自身に、ＡとＢが「お互いさま」であるという

認識があったことが考えられることはすでに述べた。 

このため、校長は、Ａの母よりＢがＡの連絡帳のファイルを汚いモノのように

指でつまんで扱ったこと等の相談があったことについて四者話合いの前に知っ

ていたが、四者話合いを実行させた。 

その結果、四者話合い以後、Ａは部活動を欠席し、学校も欠席し始めた。この

ため、校長が担任やＣ講師に四者話合いを中止するべきであると指示しなかっ

た不作為は、Ａの不登校との関連性が認められる。 

４ 自校のいじめ防止基本方針を順守しない行動 

Ｘ中学校の令和３年度の学校いじめ防止基本方針によると、事案の当該担任

は常に出席するものとされており、必要に応じスクールカウンセラーを出席さ 
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せるものとされている。 

しかし、Ｂが、α部の競技が行われるクラスマッチで、ＡとＢが所属するクラ

スを２チームに分け、一方のチームに当該競技の経験者を多く入れていき、Ａは

もう一方のチームに入れようという話をしているのをＡが聞いたという事案が

議論された令和３年７月２日の生徒指導委員会では、担任が参加していない。ま

た、生徒指導委員会はスクールカウンセラーが出席できない日に開催されるこ

ともあった。実際、Ａの欠席が始まった令和４年１月の生徒指導委員会にはスク

ールカウンセラーが出席できなかったということである。 

担任やスクールカウンセラーが出席できなかったのは、すでに述べたとおり、

いじめ防止対策推進法２２条により学校に設置することが求められている「い

じめの防止等の対策のための組織」であるいじめ・不登校問題対策委員会が生徒

指導委員会と兼務されていたからであると考えられる。 

すなわち、生徒指導委員会は、毎週定期的に開催されており、臨時に開催され

ることがなかったため、当該事案の担任が出席できる日に開催するという柔軟

な対応は行われていなかったのである。 

このように、当該事案の担任が委員会に出席しないなど、自校の学校いじめ防

止基本方針の手続が順守されず、Ｘ中学校では、いじめ・不登校問題対策委員会

が機能していなかった。いじめ・不登校問題対策委員会が機能していなかったこ

とが、四者話合いの問題性を認識できず四者話合いを実行させるに至らせたと

考えられ、不登校との関連性が認められる。    

５ 諮問事項６の小括 

以上より、校長が、手引を教職員間で周知させなかったことや、いじめの疑い

を抱いた際に教職員が取るべき行動について体制を周知できていなかったこと

などから、Ｃ講師を含む教職員個々人のＡの事案のようないじめ事案に対する

危機意識を醸成できなかった。 

また、校長の教職員への指導や管理の問題点だけでなく、校長自身もいじめ事

案について「お互いさま」という認識があり、２学期の懇談会でのＡの母からの

訴えについて知りながら、担任やＣ講師に、四者話合いを中止するようにという

適切な指導ができず、四者話合いを実行させた。 

以上の校長の複数の問題のある対応が総じて、Ｃ講師に四者話合いを実行さ

せ、その中で喧嘩両成敗的な指導を行わせる結果となったのであり、Ａの不登校

と関連性がある。 

第６節 諮問事項８ 

１ いじめ疑いの組織対応 
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（１）いじめ疑いの段階で月例報告を行うこと 

ア 現在、嘉麻市立学校は、いじめ認知をした場合に、月例報告として、教育委

員会へいじめ認知件数及びその内容を報告しており、いじめと疑われる事案

については、報告をしていない。 

しかし、いじめ防止対策推進法２３条２項には、「学校は、前項の規定によ

る通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けている

と思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を

行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告する

ものとする」と定める。同法の「学校の設置者」とは、既に述べたとおり、嘉

麻市であり、管理主体としては教育委員会のことである（学校教育法２条、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律２１条１号、３０条）。 

また、同項の「いじめを受けていると思われるとき」は、いじめの事実の有

無の確認の結果を報告することとされているため、いじめと認知されなかっ

た事案についても報告を求めている。このように、いじめ防止対策推進法は、

いじめと認知された事案だけの報告を求めているわけではない。 

したがって、学校から学校教育課への月例報告には、いじめ認知の事案のみ

でなく、学年会において、教職員個々人がいじめ疑いの認識を抱いていると報

告があった事案についても「いじめ疑いの事案」として、全例記載するよう提

言する。 

また、いじめ疑いの件数のうちで、いじめ認知に至った件数についても、学

校が教育委員会に対する月例報告に上げるように提言する。 

その上で、当委員会としては、嘉麻市教育委員会に対し、教職員がいじめ疑

いの認識を抱いている事案として報告を受けた事案について、調査の結果、い

じめと認知されるか、または、いじめではないと判断されるまで、当該学校に

対し、毎月月例報告で経過報告をすることを求めるよう、提言する。 

イ 本件では、Ａに対する事案について、いじめ疑いを抱いていた教職員もい 

たが、いじめ・不登校問題対策委員会を兼ねている生徒指導委員会でいじめと

認知されることはなかった。 

このため、いじめと疑われる事案をいじめ・不登校問題対策委員会に報告す

るべきであるが、いじめと疑われる事案について個々の教職員による判断に

委ねていると、いじめ事案である事案について、不仲といじめの区別がつかず、

早期に適切な対応が取られない危険性がある。 

したがって、当委員会としては、個々の教職員の判断でいじめ事案が埋もれ

ないよう、友人関係に問題を抱えている場合については全ていじめ疑いと扱 
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い、全ていじめ・不登校問題対策委員会に報告し、その事案はいじめと疑われ

る事案として、教育委員会に月例報告で報告することを提言する。 

ウ 友人関係に問題を抱えているかどうかについての判断は、客観的になされる

よう、生活アンケート、Ｑ－Ｕテスト、いじめアンケート及び保健室での相談の

うち２つ以上で友人関係に問題を抱えていることが明らかになっている生徒に

ついては、いじめられている疑いがある生徒であると扱うものとする。具体例を

挙げると、生活アンケートで、「友達との関係のこと」に悩みがあると回答して

いることに加え、Ｑ－Ｕテストで学級生活不満足群に該当している生徒等は、友

人関係に問題を抱えている生徒とする。 

本件では、生活アンケートやＱ－Ｕテスト等で、Ａが友人関係に問題を抱えて

いることが明らかであったにもかかわらず、令和４年１月になるまで、Ａの事案

がいじめとして認知されていなかったが、このような事態の再発防止を図るこ

とが可能となると考えられる。 

（２）被害生徒が直接第三者組織へ報告できる体制の整備 

本件では、Ａが教職員らに相談したが、緊急性がないと判断されてスクー 

ルカウンセラーへ相談することができなかったり、部活内の問題として矮小

化されて処理されたりした。 

このような事態を防止するため、被害生徒自身が直接学校と教育委員会以

外の第三者組織へ報告できる体制を整備すべきであると考えられる。 

具体的には、生徒一人一人が所有しているタブレットに、生徒が同級生、部

活動及び他校の生徒等から嫌な思いをさせられている場合に、そのことを伝

えるメッセージをいつでも送信できるシステムを導入することにより、教職

員やいじめの加害生徒からの秘匿性を保ちながら、学校及び教育委員会以外

の第三者組織に報告できる仕組みを作るよう提言する。 

その第三者組織については、第３章第６節３（６）で述べる。 

（３）いじめ・不登校問題対策委員会への第三者の出席 

本件では、Ｘ中学校いじめ重大事態調査委員会において、いじめ認知され 

たＡの事案が令和３年７月の時点で報告されていたにもかかわらず、令和４

年８月２４日のいじめ重大事態調査報告書提出に至るまでいじめ認知されな

かった。 

当委員会からの聴き取り調査によると、いじめ・不登校問題対策委員会に、

スクールカウンセラーが出席できないときもあり、学校から見て第三者に当

たる出席者がいない状態で委員会が開催されることもあったということであ

る。 
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学校の教職員のみで判断することが、本件のように、いじめ事案に当たる事

案について、いじめと認知して対応することなく見過ごされてしまう原因と

なったとも考えられるため、当委員会としては、いじめ・不登校問題対策委員

会にスクールカウンセラー、スクールサポーター、スクールソーシャルワーカー

のうち一人を必ず入れるようにすることを提言する。 

２ 被害者救済の取組 

（１）いじめ被害から欠席３０日到達までの移行期についての対応 

いじめ被害からＡの欠席が開始するまでの間については、Ａの救済が不可

欠であったが、Ａが救済されることはなかった。 

そこで、当委員会は、被害者救済の視点から再発防止策の提言を行うこととす

る。 

（２）喧嘩両成敗をしないことの明記 

本件では、ＡとＢの被害加害の別をみることなく同等に扱ったことがＡに

辛い思いをさせ、Ａの不登校の要因となった。 

このような喧嘩両成敗的な指導が行われる背景として、判断を下す側に判

断が容易になるという利点があること（福島２０２２）、生徒同士に話合いを

させるのが教員にとって負担が減る、日本人の考え方になじみがあるという

点がある（清水２００６）。 

後述する大阪府寝屋川市監察課の担当者も監察課が設置された経緯につい

て、「学校現場では通常、いじめが起きると学級運営や人間関係も踏まえ、『お

互い謝って仲良くしていこう』という姿勢で対応します。…重大事態の多くが

この経緯をたどっており、子どもを守るには教育的アプローチだけでは限界

があると考えました」と述べたことがインターネット上の記事に記載されて

いる。 

このように、喧嘩両成敗的な指導は、多くの教職員を含む日本人の中に根深

く浸透している考え方であるため、いじめ疑いの事案に対して喧嘩両成敗的

指導をしないということを常に意識しなければ、このような指導に向かいが

ちである。 

この点、上越市立春日新田小学校の校内いじめ防止基本方針には、「６ い

じめに関する具体的な措置」の（１）②の「加害児童への聞き取り」の欄に、

「『いじめは絶対に許されない行為』として、喧嘩両成敗的指導はしない」と

記載されている。 

このように、校内いじめ防止基本方針に明記することで、教職員のいじめに

対する指導の意識の改革を図ることが可能となることが期待できる。 
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したがって、かかる春日新田小学校の校内いじめ防止基本方針を参考にし

て、嘉麻市立学校においても、被害者に対して、喧嘩両成敗的指導をしないと

いう事項を校内いじめ防止基本方針において明記することを提言する。 

 （３）法令の用語を運用すること 

教職員は、地方公務員にあたり、地方公務員については、法令、条例、地方

公共団体の規則及び地方公共団体の定める規程に従わなければならない旨定

められている（地方公務員法３２条）。 

このように、教職員については、法令、条例等を遵守することと定められて

いるのであるから、いじめへの対応においても、法令に従い対応しなければな

らない。 

いじめ防止対策推進法では、「いじめの解決」という文言は用いられていな

い。法で用いられているのは、「防止等の対策」である。 

また、法が求めているのは、いじめられた生徒やその保護者に対する「支援」

である。 

「解決」は、両者の話合いや対等な関係認識に直結するため、いじめに関し

ては、「解決」という言葉を用いず、生徒指導委員会（いじめ・不登校問題対

策委員会）で「支援」という言葉を用いるよう徹底することが必要であると提

言する。 

 （４）校長の講話での被害者支援のメッセージの伝達 

本件では、いじめられている生徒も、指導を受けるということがあり、この

ことがＡを辛い気持ちにさせることへつながった。しかし、ＡとＢの被害加害

の別をみることなく同等に扱うことの問題点はこれまで繰り返し述べてきた

ところである。 

このような指導とは反対に、いじめられている生徒へ安心感を与え、いじめ

をしている生徒に抑止効果を与えるため、当委員会は、校長が、いじめは、被

害者１００パーセント、加害者０パーセントで対応すると入学式と始業式の

校長の講話で全校生徒へ伝え、被害者を守りぬくというメッセージを全校生

徒、保護者及び教職員へ伝達することを提言する。 

（５）いじめ・不登校問題対策委員会の生徒指導委員会からの独立 

本件では、校内でいじめ疑いの事案について対応する組織であるいじめ・ 

不登校問題対策委員会が、生徒指導委員会と兼務されていた。 

しかし、生徒指導委員会で取り扱われる議題は、生徒の生活や学力に関する

事項と多岐にわたっており、いじめに特化した議論がされるわけではない。そ

うすると、いじめに関する議論に充てることができる時間は限られることと 
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なるため、いじめ疑いの事案が、支援ではなく指導が主となってしまう。 

友人間のトラブルが生徒指導委員会に報告された場合には、全ていじめ疑

いとして、一律に対応すれば、いじめの事案かどうか判断する時間も削減され

る上、いじめ疑い事案についてそれに特化した議論ができ、いじめ認知も円滑

に行うことが期待できるため、いじめに対して早期の適切な支援が期待でき

る。 

したがって、当委員会としては、生徒同士のトラブルが生徒指導委員会に持

ち込まれた場合には、全ていじめ疑いの事案であるとして、生徒指導委員会で

はなく、いじめ・不登校問題対策委員会として独立させるようにすることを提

言する。 

（６）流れ図とチェックリストを活用すること 

本件では、小学校時代等の過去のＡ及びＢの間に生じたトラブル等をＣ講

師や担任等が重視したことが、Ａ及びＢへの喧嘩両成敗的な指導を行う原因

の一つになった。また、教職員個々人がいじめの定義に関して、表面的な理解

しかしていなかったことも、喧嘩両成敗的指導につながってしまった。 

このような教職員の視野が狭まった状態を防ぐため、いじめを各教職員の中

にある自己の評価基準に基づいて判断することを止め、客観的に判断していく

必要がある。 

手引にはいじめの早期発見のためのチェックリストが記載されており、この

チェックリストは生徒の発しているサインからいじめの兆候を捉える内容と

なっており、客観的な判断の指標となりうる。 

このようないじめ発見時に加え、いじめの疑い、いじめ認知、その後の対応

までの時点の詳細なチェックリストや流れ図等を作成して、教職員で活用する

よう提言する。 

令和４年度には、Ｘ中学校の学校いじめ防止基本方針に流れ図が記載されて

いたが、令和５年度には削除されているようであり、これを復活させるよう当

委員会として提言する。 

  （７）会話を記録化すること 

本件では、ＡとＣ講師との間で発言の存否についての争いが生じ、そのこ 

とが、学校とＡ及びＡの保護者との関係の悪化及びＡの欠席の長期化の要因

となっている。 

このため、突発的にされた生徒指導を除き、事前に予定された生徒指導につ

いては、全て録音機において、録音すべきことを提言する。 

ただし、生徒へ録音の必要性を説明した上で、生徒の同意を得て行うものと
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する。 

３ 保護者対応と保護者支援 

  （１）Ａの欠席継続の要因 

Ａは、令和３年度の３学期から、欠席が始まり、Ａは教育の機会を逸失する

結果となってしまった。 

Ａが教育の機会を逸失することとなった要因は、Ａの欠席が継続したこと

にあり、Ａの欠席が継続した要因は、学校の不適切な保護者対応にあるといえ

る。 

このため、当委員会は、学校側つまり学校の教職員らが、本件のように今後

不適切な保護者対応を行わないようにするという観点からも、提言を行う。 

（２）法令等の遵守の意識の定着 

   ア いじめの防止に関する法令意識の定着を求める理由 

     いじめの防止に関する法令としては、いじめ防止対策推進法が存在するが、

同法１２条に基づき、福岡県では、福岡県いじめ防止基本方針、嘉麻市では、

嘉麻市いじめ防止基本方針が定められ、同法１３条に基づき、Ｘ中学校では、

学校いじめ防止基本方針等が定められている。 

しかし、本件では、これらのいじめ防止に関する法令やいじめ防止基本方針

（以下、「法令等」という。）が遵守されていないことが、不適切な保護者対応

を行う要因となった。 

このため、これらの法令及びいじめ防止基本方針を遵守することが定着す

るよう、当委員会は、各学校の教職員らに対し次のような提言を行う。 

イ 校長の法令等遵守に関する提言 

嘉麻市立学校の学校長については、教育委員会により人事評価として定期

面談が行われている。その定期面談において、教育委員会よりいじめ防止対策

推進法及び福岡県いじめ防止基本方針、嘉麻市いじめ防止基本方針、校内のい

じめ防止基本方針及びいじめの重大事態の調査に関するガイドライン記載の

事項についての口頭試問を行うよう提言する。 

人事評価に関する場での確認であるため、法令や地方いじめ防止基本方針

等の定着を図るために実効性のある方策であると考えられるからである。 

ウ 教職員の法令等遵守に関する提言 

教職員に対しては、校長が作成した、いじめ防止対策推進法、福岡県いじめ

防止基本方針、嘉麻市いじめ防止基本方針及び校内のいじめ防止基本方針の

内容に関する試験を１年に１度行うよう提言する。 

教職員の管理職である校長が試験を確認することにより、教職員が緊張感 
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を持って法令やいじめ防止基本方針等の理解に取り組むことができる。 

また、校長は、作成した試験問題を事前に総合教育会議において提出し、出

席者である市長と教育長が内容を確認することとする。このように、校長が試

験問題を作成することにより、校長自身のこれらの法令等に対する理解が深

まることも期待できる。 

（３）保護者による評価に関する提言 

いじめを受けた本人若しくはその保護者がその本人と一定の人的関係があ

る者からの影響で欠席していると訴えた場合であって、その欠席が３日以上

継続している生徒の保護者に対しては、学校より支援されていると感じるか

を確認するため、毎月、支援されていると感じるかどうかについての評価を行

ってもらう。そして、その評価結果を教育委員会に提出し、市長及び教育委員

会が参加する総合教育会議において、毎回の議題とすることで、その情報を共

有する。 

これにより、保護者が学校から支援されていると感じていない場合には、そ

のことを伝えることが容易になるとともに、学校のみではなく、市長及び教育

委員会にもその評価が伝わることにより、学校による支援不足があった場合

にそれを把握し、教育委員会が学校による支援の不足を補うことが可能にな

る。 

（４）電話での発言を記録すること 

本件では、教職員と保護者との間で、発言の存否についてトラブルとなる 

ことがあった。これらを回避するためには、発言について記録化することが重

要であると考えられる。具体的には、発言に関するメモなどの記録を５年間保

存すること、及びいじめ認知の段階から、保護者との電話での会話について、

録音するなどを行うことを提言する。これらは、録音機能のついた電話機が必

要となるため、嘉麻市において、市立学校において、録音機能付きの電話機の

配置を進めるよう提言する。これらの対応が取られることで、保護者との信頼

関係を損ねない対応が可能となるとともに、教職員の負担軽減にもつながる

ことが期待される。 

（５）教職員個々人の問題行動についての校長の謝罪 

本件では、教頭が、Ｃ講師に対し、ＡやＡの保護者へ、少なくともＣ講師が

誤解を生じさせたことについて謝罪するよう求めたにもかかわらず、Ｃ講師

が謝罪しなかった事実が認められ、このことによりＡの保護者との信頼関係

が崩れ、欠席の長期化につながったことがうかがわれる。このため、Ｘ中学校

においては、今後、教職員個々人がいじめを受けた生徒やその保護者に対して 
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自身の不適切な対応について謝罪をしなかったとしても、管理職である校長

が教職員に代わって謝罪を行うようにすべきである。 

（６）いじめに関する施策に特化した部署の設置 

本件のように、保護者が学校や教育委員会に対して不信感を抱いたとして

も、保護者が学校や教育委員会から独立した第三者組織に相談し、助言等を受

けることができれば、本件ほど深刻な関係悪化には、至らなかったものと考え

られる。 

大阪府寝屋川市においては、監察課という部署が教育委員会ではなく市長

部局に設置され、いじめへの対応及びいじめ防止対策の推進のための専門部

署が設けられている。 

監察課が設置された経緯は、学級で「お互い謝って仲良くしていこう」とい

う基本姿勢が結果として指導の弱さや対応の遅れにつながり、いじめが深刻

化し、重大事態の多くがこの経緯をたどっているため、子どもを守るには教育

的アプローチだけでは限界があると考えられたことによるということである。 

監察課では、メール、アプリ、通報チラシ及び電話により相談を受け付け、

関係者へ調査を行い、市長が学校等に対し、児童生徒の見守り、加害児童生徒

への訓告・別室指導、加害生徒の出席停止等を行うよう勧告等をしている。 

監察課には、令和３年度には、１２７件、令和４年度には１５１件の相談が

寄せられ、監察課において認知したいじめについて、１か月以内にいじめ行為

を停止させ、全件においていじめの終結を確認しているという報告がされて

いる。 

嘉麻市においても、児童生徒のいじめに関する施策に特化した監察課と同

様の部署を設置し、その部署において、いじめ問題について相談を受け付ける

窓口を設置して、保護者への助言や学校及び教育委員会と保護者との意思の

伝達の支援を担わせるよう提言する。 

  ４ 本再調査報告書に基づく研修 

    当委員会は、嘉麻市立学校の教職員において、当委員会の本再調査報告書を

周知させ、校内のいじめに関する研修において、本再調査報告書を用いること

を提言する。 

  ５ 提言の履行状況の確認 

    当委員会が上記において述べた提言の履行状況を確認するため、嘉麻市にお

ける毎回の総合教育会議において、関係者に当委員会からの提言の履行状況を

確認するよう求めたい。 

６ 再発防止策のまとめ 
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    以下において、当委員会が提言した再発防止策を整理する。 

①嘉麻市立学校において、教職員個々人がいじめ疑いの認識を抱いていると報 

告があった事案についても「いじめ疑いの事案」として、全例月例報告に記

載すること 

②いじめ疑いの事案として月例報告をした事案について、調査の結果、いじめ

と認知されるか、または、いじめではないと判断されるまで、教育委員会は

当該学校に対し、毎月月例報告で経過報告を求めること 

③友人関係に問題を抱えている生徒については、全ていじめ疑いがある生徒と

扱い、月例報告で報告すること 

④生活アンケート、Ｑ－Ｕテスト、いじめアンケート及び保健室での相談のう

ち２つ以上で友人関係に問題を抱えていることが明らかになっている生徒に

ついては、いじめ疑いがある生徒と扱うこと 

⑤生徒一人一人が所有しているタブレットに、生徒が同級生、部活動の部員及

び他校の生徒等から嫌な思いをさせられている場合に、そのことを伝えるメ

ッセージをいつでも学校及び教育委員会以外の第三者組織へ送信できるシス

テムを導入することにより、第三者組織に報告できる仕組みを作ること 

⑥いじめ・不登校問題対策委員会にスクールカウンセラー、スクールサポータ

ー、スクールソーシャルワーカーのうち一人を必ず入れるようにすること 

⑦嘉麻市立学校において、被害者に対して、喧嘩両成敗的指導をしないという

事項を校内いじめ防止基本方針において明記すること 

⑧いじめに関しては、「解決」という言葉を用いず、「支援」という言葉を用い

るよう徹底すること 

⑨校長が、入学式と始業式の校長の講話でいじめは、被害者１００パーセン

ト、加害者０パーセントで対応すると全校生徒へ伝え、被害者を守りぬくと

いうメッセージを全校生徒、保護者及び教職員へ伝達すること 

⑩生徒同士のトラブルが生徒指導委員会に持ち込まれた場合には、全ていじめ

疑いの事案であるとして、生徒指導委員会ではなく、いじめ・不登校問題対

策委員会として独立させるようにすること 

⑪いじめ発見時に加え、いじめの疑い、いじめ認知、その後の対応までの時点

の詳細なチェックリストや流れ図等を作成して、教職員で活用すること 

⑫Ｘ中学校の学校いじめ防止基本方針に流れ図を記載すること 

⑬突発的にされた生徒指導を除き、事前に予定された生徒指導については、全

て録音機において録音すべきこと 
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⑭嘉麻市立学校の校長について、教育委員会による人事評価のための定期面談

において、教育委員会より、いじめ防止対策推進法及び福岡県いじめ防止基

本方針、嘉麻市いじめ防止基本方針、校内のいじめ防止基本方針及びいじめ

の重大事態の調査に関するガイドライン記載の事項についての口頭試問を行

う 

⑮嘉麻市立学校の教職員について、校長が作成した、いじめ防止対策推進法、

福岡県いじめ防止基本方針、嘉麻市いじめ防止基本方針及び校内のいじめ防

止基本方針の内容に関する試験を１年に１度行う 

⑯いじめを受けた本人若しくはその保護者がその本人と一定の人的関係がある

者からの影響で欠席していると訴えた場合であって、その欠席が３日以上継

続している生徒の保護者に対して、学校より支援されていると感じるかを確

認するため、毎月、支援されていると感じるかどうかについての評価を行っ

てもらい、その評価結果を教育委員会に提出し、市長及び教育委員会が参加

する総合教育会議において、毎回の議題とすることで、その情報を共有する

こと 

⑰発言に関するメモなどの記録を５年間保存すること、及びいじめ認知の段階

から、保護者との電話での会話について、録音すること 

⑱教職員個々人がいじめを受けた生徒やその保護者に対して自身の不適切な対

応について謝罪をしなかったとしても、管理職である校長が教職員に代わっ

て謝罪を行うこと 

⑲嘉麻市において、児童生徒のいじめに関する施策に特化した寝屋川市監察課

と同様の部署を設置し、その部署において、いじめ問題について相談を受け

付ける窓口を設置すること 

⑳嘉麻市立学校の教職員に本再調査報告書を周知し、校内のいじめに関する研

修で本再調査報告書を用いること 

㉑毎回の総合教育会議において提言の履行状況を確認すること 

 

第４章 最後に 

本再調査報告書の内容は、嘉麻市長からの諮問に対して答申するものである。答

申は、諮問事項に即して、問題点の検証と再発防止に主眼をおいて作成された。 

今回の被害は、一定の力をもつ組織や法人等ではなく、個人に生じたものであ

り、さらにいえば、その個人とは、発達段階にある一人の中学生である。 

本件は、一人の中学生が義務教育の機会の多くを逸失するに至ったいじめ事案で

あり、ここに嘉麻市に向けて、以下の２点をお願いしたい。 

 



73 

 

１．被害生徒が成年に至るまでの間学習用タブレットを被害生徒に貸し出すこと 

  ２．被害生徒が成年に至るまで嘉麻市教育研究所適応指導教室「れすとぴあ」を

被害生徒に利用許可すること 

最後に、本文に記載した再発防止策については、重大事態の再発防止に主眼を置

き、具体的な記述を心掛けた。本件いじめ事案についての関係者及び関係機関にお

かれては、これらの再発防止策を導入していただきたいと強く求める。 

  以上                                         
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